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従
来
、
曹
魏
政
治
史
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
概
ね
後
漢
末
の

「清
流
派
」
の
流
れ
を
汲
む
地
方
名
族
層
を
中
心
と

し
た
、
荷
或

・
陳
草

・
司
馬
懿
と
い
う
領
袖
の
系
譜
を
持

つ
と
さ
れ
る

「司
馬
氏
派
」
と
、
地
縁

・
血
縁
等
か
ら
曹
魏
帝
室
に
近
い
関
係
に
あ
る

「曹
氏
派

(反

司
馬
氏
派
)
」
と

い
う
、
質
的
に
異
な
る
二
大
勢
力
に
よ
る
対
立

・
抗
争
が
展
開
さ
れ
た
と
す
る
枠
組
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま

た
か
か

る
図
式
か
ら
、
「正
始
の
政
変
」
を
転
換
期
と
し
て
後
者
に
勝
利
し
た
前
者
の
延
長
に
西
晋

「貴
族
制
」
が
措
定
さ
れ
て
き
た
(、.。

他
方
、
中
国
に
お
け
る
研
究

で
も
、
「司
馬
氏
派
」
と

「曹
氏
派
」
に
よ
る
二
項
対
立
的
な
曹
魏
政
治
史

の
展
開
を
想

定
す
る
基
本
理
解
に

お
い
て
、
日
本
の
研
究
状
況
と
大
差
な
い
と
評
し
得
る

。

し
か
し
な
が
ら
、
帝
室
曹
氏
に
対
抗
し
た
と
さ
れ
る
司
馬
懿

の
位
置
づ
け
は
、
網
羅
的
な
関
連
史
料
の
収
集
と
批
判

に
よ

っ
て
導
か
れ
て

き
た
と

い
う
よ
り
は
、
晋
朝
成
立
後
に
多
分
に
脚
色
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る

『
晋
書
』
巻

一
・
宣
帝
紀
な
ど
の
、
魏
晋
革
命
を
遂
げ
た
司
馬
氏

に
都
合

の
よ
い
記
述
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
と
共

に

、
「正
始

の
政
変
」
で

「曹
氏
派
」
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
か
ら
遡
及
さ
せ
て
、

「司
馬
氏
派
」
と

「曹
氏
派
」
と
い
う
対
立
の
構
図
を
設
定
し
、
こ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
提
起
さ
れ
て
き
た
観
が
強
い
。
更
に
言
え
ば
、
「清

流
派
」
と
の
交
遊
関
係
な
ど
か
ら
政
治
姿
勢
の
同

一
性
が
類
推
さ
れ
て
い
る
陳
草
と
司
馬
諮
に

つ
い
て
も

、
よ
り
踏

み
込
ん
だ
具
体
的
考

察
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

符

瑞

「
張

腋

郡

玄

石

図

」

の

出

現

と
司
馬
懿

の

政

治

的

立

場

は

じ

め

に

津

田

資

久



こ
れ
に

つ
い
て
纏
ま

っ
た
情
報
を
載
せ
て
い
る
の
は
、
『
三
国
志
』
巻
三

・
明
帝
紀
青
龍
三
年
十

一
月
条

の
斐
松
之
註
で
あ
り
、
次
の
よ

(
一
)
曹
魏
青
龍
三
年

(二
三
五
)
の

「玄
石
図
」

「玄

石
図
」
(
「霊
命
瑞
図
」
「瑞
石
霊
図
」
ま
た
は
単
に

「宝
石
」
「石
瑞
」
と
も
称
さ
れ
る
)
と
は

、
曹
魏
で

「出
現
」
し
た
の
み
な

ら
ず
、

そ
れ
以
後
も
同
じ
場
所
か
ら
西
晋

・
前
涼

・
北
涼

・
北
魏
に
わ
た

っ
て
報
告
さ
れ
続
け
た
、
「河
図
」

「洛
書

」
を
模
し
た
符
瑞
で

あ
り
、

こ
の
点
に
お
い
て
、
他
の
瑞
祥
に
は
な
い
特
異
性
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る

。
そ
し
て
こ
れ
を
踏
襲

・
模
倣
し
た
符
瑞
の
政
治
利

用
は
唐

に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
れ
ら
を
確
認
す
る
と
共
に
利
用
目
的
を
検
討
し
て
、
曹
魏
に
お
け
る

「玄
石
図
」
を
考

察
す
る
た
め
の
前
提
を
整
え
る
こ
と
と
す
る
。

一

曹

魏

～

唐

に

お

け

る

「
玄

石

図

」

類

の

特

徴

右
の
研
究
状
況
に
鑑
み
る
時
、
司
馬
懿

と
曹
魏
帝
室
と
の
関
係
が
改
め
て
問
題
に
な

っ
て
く
る
が
、
そ
れ
を
考
察
す

る
上
で
注
目
さ
れ
る

の
が
、

明
帝

の
青
龍
三
年

(
二
三
五
)
末
頃
に
涼
州
張
腋
郡

(今
の
甘
粛
省
張
抜
地
区
)
で
出
現
し
た
と
さ
れ
る

「張
腋
郡
玄
石
図
」
(以

下
、
「
玄
石
図
」)
な
る
符
瑞

で
あ
る
(、)。
こ
れ
が
当
時
、
太
尉

・
都
督
雍
涼
二
州
諸
軍
事

の
肩
書
を
有
し
て
い
た
司
馬
謙

の
管
轄
地
区
か

ら
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
曹
魏
政
治
史
を
語
る
際
に
全
く
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
が
、
そ
も
そ
も
符
瑞
の
作
為

・
招
来
が

高
度
な
政
治
的
要
請
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば

、
「玄
石
図
」
の
出
現
に
お
け
る
司
馬
諮
の
政
治
的
な
役
割
と
は
無
関

係
で
あ
る
と
は
出
来
な

い
で
あ
ろ
う
。

本
稿

で
は
、
以
上
の
問
題
意
識
に
立
ち
、
ま
ず

「玄
石
図
」
な
る
符
瑞
の
特
徴
を
整
理
し
た
上
で
、
曹
魏
明
帝
期
に
お
け
る
報
告
の
背
景

を
検
討
し
て
、
最
後
に
当
該
時
期
の
司
馬
蟄
の
政
治
姿
勢
と
明
帝

の
指
向
し
た
統
治
体
制
の

一
端
と
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
と
し
た

い
。



う

に

あ

る

。

魏

氏

春

秋

日
、
是

年

、
張

抜

郡

冊

丹

県

金

山
玄

川

溢

涌

、
宝

石

負

図

、
状

象

霊

亀

、
広

一
丈

六

尺

、
長

一
丈

七

尺

一
寸

、
囲

五
丈

八
寸

、

立

干

川

西
。

有

石

馬

七

、

其

一
仙

人
騎

之

、

其

一
羅

絆

、

其

五
有

形

而

不
善

成

。

有

玉

匝

関

蓋

於

前

、

上
有

玉

字

、

玉

映

二
、

瑛

一
。

麟

麟

在

東

、

鳳

鳥
在

南

、

白

虎

在

西
、

犠

牛
在

北

、

馬

自

中

布

列

四

面
、

色

皆

蒼

白

。

其

南

有

五
字

、

日

、

上

上

三

天

王

。

又

日
、

述

大

金

、

大

討

曹

、

金

但

取

之

、

金

立

中

、

大

金

馬

一
匹
在

中

、
大

告

(
「
吉

」

の
詑

)

開

寿

、
此

馬

甲
寅

述

水

。

凡

中
字

六

、
金

字

十

、

又
有

若

八
卦

及

列

宿

・
李

彗

之

象

焉

。

世

語

日
、

又
有

一
難

象

。

捜

神

記

日
、

初

、

漢

元

・
成

之

世

(
前

四

九

～

前

七

年

)
、

先

識

之

士
有

言

日
、

魏

年

有

和

、

当

有

開

石

於

西

三

千

絵

里

、

繋

五

馬

、

文

日
、

大

討

曹

。

及

魏

之

初

興

也

、

張

抜

之

柳

谷

、

有

開

石

焉

。

始

見

於

建

安

、

形

成

於

黄

初

、

文

備

於

太

和
、

周

囲

七

尋

、

中

高

一

初

、
蒼

質

素

章

、
龍

馬

・
麟

鹿

・
鳳
皇

・
仙

人

之
象

、
粟

然

成

著

。

此

一
事

者

、

魏

・
晋

代

興

之

符

也

。

至

晋

泰

始

三
年

(
二
六

七

)
、

張

腋

太

守

焦

勝

上

言

、

以

留

郡

本

国

図

(
「国

」

は

術
字

)

校

今

石

文

、

文

字

多

少

不

同

、

謹

具

図

上

。

按

、

其

文

有

五

馬

象

、

其

一

有

人
平

上

憤

、

執

戟

而

乗

之

、

其

一
有

若

馬

形

而

不

成

。

其

字

有

金

、

有

中

、

有

大

司

馬

(
「
大

金

馬

」

の
詑

)
、

有

王

、

有

大

吉

、

有

正

、

有

開

寿

、

其

一
成

行

、

日
、

金

当

取

之
。

漢

晋

春

秋

日
、

氏

池

県

大

柳

谷

口
、

夜

激

波

涌

溢

、

其

声

如

雷

、

暁

而
有

蒼

石

立

水

中

、

長

一
丈

六

尺

、
高

八

尺

、

白

石

画

之

、

為

十

三

馬

、

一
牛

、

八

卦

・
玉
映

之
象

、

皆

隆

起

。

其

文

日
、

大

討

曹

、

適

水

中

、

甲

寅

。

帝

悪

其

討

也

、
使

墾

去

為

計

、

以

蒼

石
窒

之

、

宿

昔

而

白

石
満

焉
。

至

晋

初

、

其

文
愈

明

、

馬

象

皆

喚

徹

如

玉

焉

。

か

か

る

記
載

は

西

晋

泰

始

三

年

の

「玄

石

図

」

の
再

利

用

に

よ

っ
て
、

西

晋

の
符
瑞

と

し

て

の
意

味

づ

け

や

脚

色

を

遡

っ
て

行

っ
て

い

る
た

め

、

後

述

の

よ

う

に

曹

魏

の
符

瑞

と

さ

れ

て

い

る

に

も

拘

わ

ら

ず

、

「大

討

曹

」

な

ど

の

文
字

が

あ

っ
た

な

ど

、

俄

か

に

は

従

い
難

い

「玄

石
図

」

描

写

が

見

ら

れ

る

。

ま

た

内

容

的

に

も

出

現

地

や

「玄

石
図

」

に
あ

っ
た

と

さ

れ

る

文

字

に
関

す

る
相

互

に

少

な

か

ら

ぬ

相

違

点

が

看

取

さ

れ

る
。



ま
ず

出
現
地
で
あ
る
が
、
『魏
氏
春
秋
』
に
は

「張
液
郡
刷
丹
県
金
山
玄
川
」
と
あ
り
、
『捜
神
記
』
に
は

「張
抜
之
柳
谷
」
と
あ
り
、
『漢

晋
春
秋
』
に
は

「氏
池
県
大
柳
谷
口
」
と
あ

っ
て
、
後
二
者
は

一
致
す
る
が
、
前
者
と
は
矛
盾
す
る
印
象
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し

『太
平

御
覧
』

(以
下
、
『御
覧
』
)
巻
六
五

・
地
部
三
〇

・
大
柳
谷
篇
所
引

『魏
氏
春
秋
』
で
は

「張
抜
郡
冊
丹
県
金
山
大
柳

谷
有
玄
川
」
に
作

っ

て
お
り
、
斐
松
之
引
用
文
で
は

「大
柳
谷
」
を
脱
誤
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
同
書
巻
五

一
・
地
部

一
五

・
石
上
篇
所
引

『
魏
略
』

に
も
、梁

州

(
「涼
州
」
の
詑
)
之
柳
谷
、
有
石
無
故
自
崩
。
有
文
如
率
馬
之
状
。
後
司
馬
氏
得
天
下
之
応
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
出
現
地
が
大
柳
谷
の
玄
川
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

い
。
問
題
は
そ
れ
が
冊
丹
県

(今
の
山
丹
県
界
)
と
そ
の
西
南
に

当
た
る
氏
池
県

(今

の
民
楽
県
～
粛
南
裕
固
族
自
治
県
界
)
の
い
ず
れ
に
属
し
、
大
柳
谷
は
金
山
に
あ

っ
た
か
で
あ
る
が
、
清

・
乾
隆
四
四

年

(
一
七
七
九
)
刊
本

『
甘
州
府
志
』
巻
四

・
地
理
古
蹟

「大
柳
谷
石
瑞
」
条
に
は
、

在
臨
松
山
下
。
大
柳
谷
中
、
巨
石
縦
横
。
相
伝
、
旧
有
文
字
。
蓋
晋

・
漢

(
「漢

・
晋
」
の
設
)
間
石
瑞
図
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
祁
連
山

(南
山
山
脈
)
の

一
峰
で
あ
る
臨
松
山
の
麓
に
大
柳
谷
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る

。
ま
た

『
隋
書
』

巻
二
九

・
地
理
志
上

・
張
抜
郡
張
抜
県
条
に
よ
れ
ば
、

又
有
臨
松
県
、
後
周
廃
。
有
甘
峻
山

・
臨
松
山

・
合
黎
山
、
有
玉
石
澗

・
大
柳
谷
。

と
あ
り
、
階
代

の
張
腋
県
界
に
は
大
柳
谷
の
位
置
す
る
臨
松
山
が
含
ま
れ
て
お
り
、
更
に
同
郡
刷
丹
県
条
に
よ
れ
ば
、

又
後
周
置
金
山
県
、
尋
廃
入
焉
。
有
祀
山
、
有
塩
池
、
有
弱
水
。

と
あ

っ
て
、
臨
松
山
に
因
ん
で
臨
松
県
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
金
山
に
因
む
と
見
ら
れ
る
金
山
県
が
冊
丹
県
界
に
属
す
と
さ
れ
て
お
り
、

曹
魏
の

「冊
丹
県
金
山
」
と
同
様
の
行
政
区
分
が
晴
代
に
も
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
金

山
と
大
柳
谷
の
あ
る

臨
松
山
と
は
別
個

の
も
の
と
な
る
が
、
『
甘
州
府
志
』
巻
四

・
地
理
山
川

「金
山
」
条
に
、

〔
甘
州

(今
の
張
液
市
)
〕
城
南

百

一
十
里
、
洪
水
之
南
山
。
北
涼
以
名
郡
。
晋
書
、
冊
丹
金
山
。
階
志
、
張
抜
有
大
柳
谷
。
与
山
丹
接

界
、
即
金
山
也
。



と
あ
り
、
張
披
県
の
大
柳
谷
に
隣
接
す
る
冊
丹
県
と
の
境
界
と
な

っ
て
い
る
の
が
金
山
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

。
と
す
れ
ば
、
氏
池

県
と
冊
丹
県
の
境
界
に
当
た
る
臨
松
山
と
金
山
の
問
に
位
置
し
て
い
る
の
が
、
大
柳
谷
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
青
龍
三
年

～
景
初
元
年

(
二
三
七
)
頃
の
立
碑
と
考
え
ら
れ
る

「曹
真
残
碑
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
碑
陰
下
段

(中
段
下
部
)
八
行
目
に

「西
郡
長
史
」

な
る
肩
書
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
張
抜
郡
の
東
南
を
分
割
し
て
設
置
さ
れ
た
剛
丹
縣
を
含
む
西
郡
が
既
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

。
よ

つ
て
、
こ
の
頃
に
は
刷
丹
県
は
張
抜
郡
の
所
属
で
は
な
く
、
張
抜
郡
か
ら
報
告
さ
れ
た

「玄
石
図
」
の
出
現
地

で
あ
る
臨
松
山
大
柳

谷
は
、
氏
池
県
に
属
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
右
の

『捜
神
記
』
で
語
ら
れ
る
曹
魏
の
時
と
比
べ
文
字
に
異
同
が
生
じ
た
と
さ
れ
る
西

晋
泰
始

三
年
の

「玄
石
図
」
の
出
現
に
関
し
て
、
『
晋
書
』
巻
三

・
武
帝
紀
泰
始
三
年
四
月
戊
午

(
一
六
日
)
条
に
は
、

張
抜
太
守
焦
勝
上
言
、
氏
池
県
大
柳
谷
有
玄
石

一
所
、
白
画
成
文
、
実
大
晋
之
休
祥
、
図
之
以
献
。
詔
以
制
幣
告
干
太
廟
、
蔵
之
天
府
。

と
あ
り
、

こ
こ
で
も
「氏
池
県
大
柳
谷
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
柳
谷
は
氏
池
県
界
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い

。

次
に
、
斐
松
之
註
引
史
料
の
問
題
で
あ
る
が
、
成
立
年
代
順
に
整
理
す
る
と
、
郭
頒

『
〔魏
晋
〕
世
語
』
(西
晋
)、

干
宝

『捜
神
記
』
(東

晋
初
頃
)
、
孫
盛

『
魏
氏
春
秋
』
(東
晋
中
期
頃
)
、
習
墾
歯

『
漢
晋
春
秋
』
(東
晋
後
期
頃
)
と
な
る

。
か
か
る
関
係
か
ら
特
に
注
目
さ

れ
る
の
は
、
諸
書
に
記
さ
れ
る
文
字
の
内
容
で
あ
る
。
『
捜
神
記
』
の
載
せ
る
張
披
太
守
焦
勝
の
按
語
で
は
、
西
晋
に
な

っ
て
生
じ
た

「文

字
多
少

不
同
」
で
新
た
に

「金
」
「中
」
「大
金
馬
」
「王
」
「大
吉
」
「
正
」

「開
寿
」
な
ど

の
文
字
が
確
認
さ
れ
、
文
章
を
成
し
て
い
る
も

の
に

「金
当
取
之
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
『
魏
氏
春
秋
』
で
は
曹
魏
に
遡

っ
て

「上
上
三
天
王
」
「述
大
金
、
大
討
曹
、
金
但
取
之
、

金
立
中
、
大
金
馬

一
匹
在
中
、
大
吉
開
寿
、
此
馬
甲
寅
述
水
」
と
い
う
文
章
に
な

っ
て
い
た
と
さ
れ
、
更
に

『漢
晋
春
秋
』
で
は

「大
討
曹
、

適
水
中
、
甲
寅
」
な
る
文
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
の
に
加
え
、
明
帝
が

「玄
石
図
」
に
細
工
を
施
し
た
が
、
無
駄
に
終
わ

っ
た
と
す
る
説
話
が

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
曹
魏
の

「玄
石
図
」
の
文
字
に
関
す
る
記
述
は
、
東
晋
を
通
じ
て
説
話
と
し
て
の
改
変
を
大
き

く
加
え
ら
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
信
慧
性
に
お
い
て
深
刻
な
疑
問
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
本
来
、
曹
魏
の

「玄
石
図
」
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
概
要
を
比
較
的
正
確
に
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
『
三
国
志
』
巻

二

・
管
寧
伝
附
張
嬉
伝
に
、

マ

マ

青
龍
四
年

(二
三
六
)
辛
亥
詔
書
、
張
抜
郡
玄
川
溢
涌
、
激
波
奮
蕩
、
宝
石
負
図
、
状
像
霊
亀
、
宅
干
川
西
、
疑
然
磐
峙
、
倉
質

(「蒼



質
」
の
詑
)
素
章
、
麟
鳳
龍
馬
、
喚
柄
成
形
、
文
字
告
命
、
緊
然
著
明
。
太
史
令
高
堂
隆
上
言
、
古
皇
聖
帝
所
未
嘗
蒙
、
実
有
魏
之
禎

命

、
東
序
之
世
宝
。
事
頒
天
下
。

と
あ
る
記
事
が
挙
げ
ら
れ
る

。
太
史
令
で
あ
る
高
堂
隆
に
よ

っ
て

「古
皇
聖
帝
所
未
嘗
蒙
、
実
有
魏
之
禎
命
、
東
序
之
世
宝
」
と
評
価
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「文
字
告
命
」
の
具
体
的
内
容
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も

「大
討
曹
」
や
そ
の
他

の
司
馬
氏
の
台
頭

を
示
す

よ
う
な
文
字
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
の
形
状
は

『
魏
氏
春
秋
』
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
背
中
に

「蒼
質
素

章
」
す

な
わ
ち
青
地
の
石
に
白

い
文
様
で
瞑
麟

・
鳳
風

・
龍
馬
な
ど
の
瑞
獣
や
、
「告
命
」
を
示
す
文
字
が
描
か
れ
た
図
を
負

っ
た

「霊
亀
」

で
、
そ

の
大
き
さ
は

「疑
然
磐
峙
」
と
い
う
形
容
か
ら
す
れ
ば
、

「周
囲
七
尋
、
中
高

一
初
」
(『
捜
神
記
』
)、

「広

一
丈
六
尺
、
長

一
丈
七

尺

一
寸
、
囲
五
丈
八
寸
」
(『魏
氏
春
秋
』
)
、
「長

一
丈
六
尺
、
高
八
尺
」
(『
漢
晋
春
秋
』)
な
ど
と
記
さ
れ
る
よ
う
に

、
相
当
巨
大
な
石

で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
、
『
魏
氏
春
秋
』
や

『漢
晋
春
秋
』
が
記
し
、
『捜
神
記
』
も
西
晋
で
新

た
に
出
現
し
た
も

の

と
は
し
て
い
な
い
「玉
映
」
も
存
在
し
て
い
た
と
解
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。

さ
て
、
斐
松
之
は
右
の
高
堂
隆
の
上
言
に
、

尚
書
顧
命
篇
日
、
大
玉

・
夷
玉

・
天
球

・
河
図
在
東
序
。
注
日
、
河
図
、
図
出
於
河
、
帝
王
聖
者
之
所
受
。

と

い
う

『
書
経
』
周
書
顧
命
篇
及
び
某
氏
の
註
を
附
し
て
お
り
(g
、
「玄
石
図
」
を

「河
図
」
に
類
す
る
も
の
と
意
識

し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
か
か
る
解
釈
は
高
堂
隆
の
言
う

「東
序
之
世
宝
」
が
、
『宋
書
』
巻
二
七

・
符
瑞
志
上

・
帝
尭
条
に
、

(
帝
尭
の
七
〇
年
二
月
、
黄
河
を
祭

っ
た
際
)
乃
有
龍
馬
街
甲
、
赤
文
緑
色
、
臨
壇
而
止
、
吐
甲
図
而
去
。
甲
似
亀
、
背
広
九
尺
、
其

図
以
白
玉
為
検
、
赤
玉
為
字
、
泥
以
黄
金
、
約
以
青
縄
。
検
文
日
、
閲
色
授
帝
舜
。
言
虞

・
夏

・
股

・
周

・
秦

・
漢
当
授
天
命
。
帝
乃

写
其
言
、
蔵
干
東
序
。

と
あ
る
、
龍
馬
が
亀
に
似
た

「甲
図
」
を
虞
舜
に
齎
し
天
命
を
示
し
た
と
す
る
伝
承
に
基
づ
く
と
い
う
認
識
の
上
で
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
事
実
、
か
か
る
故
事
を
意
識
す
る
よ
う
に

「玄
石
図
」
に
は

「龍
馬
」
の
形
も
見
え
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し

「亀
」

と
い
う
形
状
に
着
目
す
る
な
ら
、
右
の
史
料
の
続
き
に
、



(
一
)

で

見

た

よ

う

に

、

『
三

国

志

』

巻

三

・
明

帝

紀

青

龍

三

年

十

一
月

条

註

引

『
捜

神

記
』

や

『
晋

書

』

巻

三

・
武

帝

紀

泰

始

三

年

四

月

戊

午

(
一
六

日
)

条

に

よ

れ
ば

、

西

晋

の

「玄

石
図

」

は
、

張

腋

郡

に

副

本

と

し

て
残

さ

れ

て

い
た

「
留

郡

本

図

」

す

な

わ

ち

曹

魏

の

「
玄

石

図

」

の
絵

図

と

、

氏

池

県

大

柳

谷

に

あ

る
巨

石

と

の
間

に

図

・
文
字

の
変

化

が

生

じ

た

と

い
う

趣

旨

で

、

太

守

の
焦

勝

に

よ

っ
て

「
之

を

図

が

き

以

て
献

」

じ

ら

れ

た

も

の
で

あ

る
。

新

た

に
判

明

し

た

こ
と

と

は

、

五
頭

の

馬

の
形

状

が

あ

り

、

そ

の

一
頭

に

は
平

上

憤

を
被

っ
た

人

物

が

、
執

戟

を

執

っ
て
騎

乗

し
、

そ

の

一
頭

は

馬

の
形

が

不

鮮

明

で

あ

る

こ
と

、

「金

」

「
中

」

「
大

金

馬

」

「
王
」

「大

吉

」

「
正

」

「開

寿

」

の
文
字

と

「金

当

取

之
」

と

い
う

句

が

存

在

す

る

こ
と

で

あ

る
。

そ

し

て

こ
れ

ら

が

「実

大

晋

之

休

祥

」

と

評

価

さ

れ

、

太

廟

に
告

礼

が

な

さ

れ

、

そ

の
後

、

焦

勝

に

よ

っ
て

齎

さ

れ

た

模

写

が

「
天

府

」

に

納

め

ら

れ

て

い

る

(B
.。

『
宋

書

』

巻

二

七

・
符

瑞

志

上

・
「
玄

石

図

」

記

事

に

は

、

太

尉

属

程

猜

説

日

、

夫

大

者

、

盛

之

極

也

。

金

者

、

晋

之

行

也

。

中

者

、

物

之
会

也
。

吉

者

、

福

之

始

也

。

此

言

司

馬

氏

之

王

天

下

、

感

徳

而

生

、

応

正
吉

而

王

之

符

也

。

猜

又
為

賛

日
、

皇
徳

遽

通

、

実

降

嘉

霊

。

乾

生

其
象

、

坤

育

其

形

。

玄

石
既

表

、

素

文

以

成
。

瑞

虎

合

仁

、

白

麟

耀

精

。

神

馬

自

図

、

金

言

其

形

。

体

正

而

王

、

中
允

克

明

。

開

寿

無

彊

、

於

万

斯

齢
。

と

あ

っ
て

、

お

そ

ら

く

泰

始

三

年

当

時

に

出

さ

れ

た

と

見

ら

れ

る

程

猜

の

説

に

よ

れ

ば

、

少

な

く

と

も

「大

」

「金

」

「中

」

「吉

」

の
文

字

後

二
年
二
月
仲
辛
、
率
華
臣
沈
壁
干
洛
。
礼
畢
、
退
　
、
至
干
下
戻
、
赤
光
起
、
玄
亀
負
書
而
出
、
背
甲
赤
文
成
字
、
止
干
壇
。
其
書

言
当
禅
舜
。
遂
譲
舜
。

と
あ
る

「洛
書
」
を
背
負

っ
た

「玄
亀
」
な
る
も
の
も
、
当
然
意
識
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
す
る
よ
り
踏
み
込
ん
だ
検
討
は
後
述
に
譲
る
と
し
て
、
と
も
か
く
も
か
か
る
符
瑞
は
上
古

の
聖
王
が
得
た
と
言
わ
れ
る

「河
図
」

「洛
書

」
に
酷
似
し
、
か
つ
そ
れ
を
凌
ぐ
も
の
と
意
味
づ
け
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
二
)

西

晋

泰

始

一一一年

(
一
一六

八

)

の

「
玄

石
図

」



(二
)
を
更
に
承
け
る
の
が
前
涼
の

「玄
石
図
」
で
あ
り
、
『御
覧
』
巻
五
〇

・
臨
松
山
篇
所
引

『
十
六
国
春
秋
』
に
、

マ

マ

晋
永
嘉
元
年
、
張
腋
臨
松
山
有
石
如
張
抜
字
、
抜
字
漸
滅
、
張
字
分
明
、
又
有
文
日
、
初

〔詐
〕
天
下
、
四
方

(「西
方
」
の
詑
)
安

万
年
。

と
あ
り
、
ま
た

『
晋
書
』
巻
八
六

・
張
軌
伝
に
、

張
抜
郡
臨
松
山
石
、
有
金
馬
字
、
磨
滅
粗
可
識
、
而
張
字
分
明
、
又
有
文
日
、
初
柞
天
下
、
西
方
安
万
年
。
姑
減

又
有
玄
石
、
白
点
成

二
十
八
宿
。

と
あ
る
よ
う
に

、
泰
始
三
年
の

「玄
石
図
」
で
出
現
し
た
と
さ
れ
る
金
徳

の
司
馬
氏
を
象
徴
す
る

「金
馬
」

の
字
と
、
「張
抜
」
と
あ

っ

た
字

の

「抜
」
部
分
が
磨
滅
す
る

一
方

で

「張
」
の
字
が
く

っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
り
、
新
た
に

「初
詐
天
下
、
西
方
安
万
年
」
な
る
文

字
も
確

認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
張
氏
政
権
に
涼
州
統
治

の
正
当
性
を
付
与
す
る
目
的
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か

ろ
う
。
た
だ
文
面
に
あ

っ
た
と
さ
れ
る

「張
腋
」
の
文
字
は
、
魏
晋
の

「玄
石
図
」
に
は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
漢

・
鄭

玄
註

『
易
緯
是
類
謀
』
な
る
緯
書
に
よ
れ
ば
(・。)、
「河
図
」
「洛
書
」
の
出
現
に
関
し
て
、

必
提
起
、
天
下
扶

(言
、
図
書
必
顕
起
者
之
名
姓
、
及
所
出
之
地
、
天
下
之
扶
而
助
之
也
　
)。

と
あ
り
、
鄭
玄
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
符
瑞
に
は
必
ず

「起
者
」

の
姓
名
と
出
現
地
が
明
記
さ
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
或
い
は
魏
晋

の

「玄
石
図
」
で
も

「張
抜
」
な
る
文
字
が
最
初
か
ら
見
え
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
前
涼
の

「玄
石
図
」
の
報
告
が
な
さ
れ

て
い
る
の
か
も
し
れ

な

い
。

が
あ
り
、
「此
言
司
馬
氏
之
王
天
下
、
感
徳
而
生
、
応
正
吉
而
王
之
符
也
」
と
い
う
意
味
づ
け
な
さ
れ
た
こ
と
が
改
め
て
知
ら
れ
る
。

(
三
)
前
涼

(西
晋
)
張
軌

・
永
嘉
元
年

(三
〇
七
)
の

「玄
石
図
」



こ
れ
ま
で
の
王
朝
の
符
瑞
と
し
て
の
利
用
と
は
異
な
る
が
、
『
晋
書
』
巻

一
二
九

・
沮
渠
蒙
遜
載
記
に
は
、

蒙

遜
西
如
菖
蓼
、
遣
冠
軍
伏
恩
率
騎

↓
万
、
襲
卑
和

・
烏
哺
二
虜
、
大
破
之
、
俘
二
千
鯨
落
而
還
。
…
…
蒙
遜
西
祀
金
山
、
遣
沮
渠
広

宗
率
騎

一
万
襲
烏
暗
虜
、
大
捷
而
還
。
蒙
遜
西
至
菖
蓼
、
遣
前
将
軍
沮
渠
成
都
将
騎
五
千
襲
卑
和
虜
、
蒙
遜
率
中
軍
三
万
継
之
、
卑
和

虜
率
衆
迎
降
。
遂
循
海
而
西
、
至
塩
池
、
祀
西
王
母
寺
。
寺
中
有
玄
石
神
図
、
命
其
中
書
侍
郎
張
穆
賦
焉
、
銘
之
干
寺
前
、
遂
如
金
山

而
帰
。

と

い
う

、
沮
渠
蒙
遜
に
よ
る

「玄
石
神
図
」
を
有
す
る

「西
王
母
寺
」

へ
の
到
達
の
記
述
が
見
え
る
。
そ
の
年
代
に
関
し
て
は

『資
治
通
鑑
』

巻

一
一
六

・
安
帝
義
煕
九
年

(四

=
二
)
四
月
条
及
び
胡
三
省
註
に
、

蒙

遜
西
如
菖
蓼
、
遣
冠
軍
将
軍
伏
恩
将
騎

一
万
、
襲
卑
和

・
烏
哺
二
部
、
大
破
之

(漢
有
卑
和
莞
、
居
鮮
水
海

〈青
海
湖
を
指
す
〉
)、

俘

二
千
絵
落
而
還
。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
巻

一
一
八

・
安
帝
義
煕

=
二
年

(四

一
七
)
二
月
条
及
び
胡
註
に
、

河

西
王
蒙
遜
遣
其
将
襲
烏
哺
部
、
大
破
之

(烏
暗
虜
居
張
抜
剛
丹
県
金
山
西
)。
又
撃
卑
和
部
、
降
之

(卑
和
完
居
西
海
)
。

と
あ
る
よ
う
に
、
北
涼
の
年
号
で
言
え
ば
玄
始
六
年
二
月
に
行
わ
れ
た
、
第
二
次
卑
和

・
烏
哺
両
虜
征
伐

の
直
後
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
征
路
を
整
理
す
る
と
、
今

の
山
丹
河
上
流
域
～
咽
脂
山

(焉
支
山
、
大
黄
山
)
西
南
麓
に
比
定
さ
れ
る
菖
蓼
の
近

辺
に
居
住
し
て
い
た

と
見
ら
れ
る

、
烏
暗
虜

(
「冊
丹
県
金
山
西
」
)
や
卑
和
虜
を

一
族

の
将
軍
に
討
伐
さ
せ
た
後
、
沮
渠
蒙
遜
の
本
軍

は
菖
蓼
付
近
の
湖
と

考
え
ら
れ
る

「海
」
に
沿

っ
て
西
行
し

、
お
そ
ら
く

(
一
)
前
掲

『
隋
書
』
地
理
志
の
冊
丹
県
界
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う

「塩
池
」
に

出
て
、
そ
れ
か
ら

「西
王
母
寺
」
の

「玄
石
神
図
」
を
祀
り
、
も
と
は
冊
丹
県
界
で
、
当
時
は
郡
の
置
か
れ
て
い
た
金
山
を
経
由
し
て
本
拠

の
姑
戚

(今
の
武
威
市
)
に
帰
還
し
て
い
る
。

「博
通
経
史
」
(『晋
書
』
沮
渠
蒙
遜
載
記
)
と
言
わ
れ
る
張
穆
に
敢
え

て

「玄
石
神
図
」

の

賦
を
作
ら
せ
、
記
念
に
そ
れ
を
立
碑
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
お
そ
ら
く

「玄
石
神
図
」
と
は
、
魏
晋
以
来
、
神
秘
的
な

「変
化
」
を
繰

(四
)
北
涼
玄
始
六
年

(四

一
七
)
の

「玄
石
図
」



国
家

の
符
瑞
と
し
て
再
び

「玄
石
図
」
が
利
用
さ
れ
る
の
が
、
北
魏

・
世
祖
太
武
帝
期
で
あ
る
。
長
文
に
わ
た
る
が
、
「玄
石
図
」
に
関

す
る
史
料
と
し
て
は
最
も
詳
細
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
の
北
魏
に
お
け
る
利
用
意
図
は
、
翻

っ
て
魏
晋
以
来
の

「玄
石
図
」
の
政
治

的
要
請
を
考
え
る
上
で
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
言
え
る
が
、
『魏
書
』
巻

一
一
二
下

・
霊
徴
志
下
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〔太
平
〕
真
君
五
年
二
月
、
張
抜
郡
上
言
、
往
曹
氏
之
世
、
丘
池

(
「琢
池
」
の
詑
。
以
下
同
じ
)
県
大
柳
谷
山
石
、
表
龍
馬
之
形
、

石
馬
脊
文
日
、
大
討
曹
。
而
晋
氏
代
魏
。
今
石
文
記
国
家
祖
宗
誰
、
著
受
命
之
符
。
乃
遣
使
図
写
其
文
。
大
石
有

五
、
皆
青
質
白
章
、

間
成
文
字
。
其
二
石
記
張

・
呂
之
前
、
已
然
之
効
。
其
三
石
記
国
家
祖
宗
以
至
於
今
。
其
文
記
昭
成
皇
帝
誹

(什
翼
健
)
継
世
四
六
、

天
法
平
、
天
下
大
安
、
凡
十
四
字
。
次
記
太
祖
道
武
皇
帝
誰

(珪
)
、
応
王
、
載
記
千
歳
、
凡
七
字
。
次
記
太
宗

明
元
皇
帝
諦

(嗣
)

長

子
二
百
二
十
年
。
凡
八
字
。
次
記
太
平
天
王
継
世
主
治
。
凡
八
字
。
次
記
皇
太
子
誹

(晃
)
昌
封
太
山
、
凡
五
字
。
初
、
上
封
太
平

王
、
天
文
図
録
又
授
太
平
真
君
之
号
、
与
石
文
相
応
。
太
宗
名
誰
之
後
、
有

一
人
象
、
携

一
小
児
。
見
者
皆
日
、
上
愛
皇
孫
、
提
携
臥

起
、
不
離
左
右
、
此
即
上
象
霊
契
、
真
天
授
也
。
於
是
、
衛
大
将
軍

・
楽
安
王
範
、
輔
国
大
将
軍

・
建
寧
王
崇
、
征
西
大
将
軍

・
常
山

王
素
、
征
南
大
将
軍

・
恒
農

(弘
農
)
王
雲
斤
、
上
奏
日
、
臣
聞
帝
王
之
興
、
必
有
受
命
之
符
、
故
能
経
緯
三
才
、
維
建
皇
極
、
三
五

之
盛
、
莫
不
同
之
。
伏
義
有
河
図

・
洛
書

・
九
疇
、
至
乃
神
功
播
於
往
古
、
聖
跡
顕
於
来
世
。
伏
惟
陛
下
徳
合
乾
坤
、
明
並
日
月
、
固

天
縦
聖
、
応
運
挺
生
、
上
霊
垂
顧
、
徴
善
備
集
。
是
以
始
光
元
年

(四
二
四
)
経
天
師

(憲
謙
之
)
奉
天
文
図
録
、
授
太
平
真
君
之
号
。

(
五
)
北
魏
太
平
真
君
五
年

(
四
四
四
)
の

「玄
石
図
」

り
返
す

「玄
石
図
」
を
指
し
て
い
る
に
相
違
な
く
、
従

っ
て
沮
渠
蒙
遜
は
臨
松
山
に
至

っ
た
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
「玄

石
神
図
」
を
収
め
て
い
た
の
が
、
臨
松
山
大
柳
谷
に
存
在
し
た
と
見
ら
れ
る

「西
王
母
寺
」
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に

「玄
石
図
」

と
西
王
母
伝
説
と
の
接
点
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る

。
と
も
あ
れ
、
北
涼
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
た
形
跡
は
見
出

せ
な
い
も
の
の
、
北
涼
期
も
依
然
と
し
て

「玄
石
図
」
が
記
念
す
べ
き
符
瑞
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
の
で
あ
る
。



陛
下
深
執
虚
沖
、
歴
年
乃
受
。
精
誠
感
於
霊
物
、
信
恵
協
天
人
、
用
能
威
加
四
海
、
沢
流
宇
内
、
博
天
率
土
、
無
思
不
服
。
今
張
腋
郡

列
言
、
丘
池
県
大
柳
谷
山
石
、
有
青
質
白
章
、
間
成
文
字
、
記
国
家
祖
宗
之
誰
、
著
受
命
歴
数
之
符
。
王
公
已
下
、
草
司
百
辟
、
観
此

図
文
、
莫
不
感
動
、
倉
日
、
自
古
以
来
、
禎
祥
之
験
、
未
有
今
日
之
喚
柄
也
。
斯
乃
上
霊
降
命
、
国
家
無
窮
之
徴
也
。
臣
等
幸
遭
盛
化
、

沐
浴
光
寵
、
無
以
対
揚
天
休
、
増
広
天
地
、
謹
皐
臣
参
議
、
宜
告
四
海
、
令
方
外
鱈
窃
天
命
有
帰
。
制
日
、
此
天
地
況
施
、
乃
先
祖
之

遺
徴
、
豊
朕

一
人
所
能
独
致
。
可
如
所
奏
。

太
平
真

君
五
年
に
張
腋
郡
が
報
告
し
た
符
瑞
は
、
「霊
亀
」
で
は
な
く

「龍
馬
」
の
形
状
と
さ
れ
、
ま
た

「記
張

・
呂
之
前
、
已
然
之
効
」

す
な
わ
ち
前
涼

・
後
涼
以
前
を
記
し
た
も
の
と
あ
る
二
石
を
含
む
五
石
に
増
加
し
て
い
る
な
ど
の
相
違
点
は
多

い
が
、

「大
討
曹
」

の
文
字

が
見
え
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
魏
晋
以
来
の

「玄
石
図
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な

い

。
そ
し
て
そ
れ
ら

の
内
の
三
石
に
は
、

「什
翼
健
継
世
四
六
、
天
法
平
、
天
下
大
安
」
と
あ
る
道
武
帝
の
祖
父

・
什
翼
健
以
下
、
「晃
昌
封
太
山
」
と
あ
る
太
武
帝
の
皇
太
子
晃

(景

穆
太
子
、
恭
宗
)
ま
で
の
誹
字
を
含
む
石
文
と
、
明
元
帝

の
諦
字

の
後
に
は
皇
太
子
晃
の
子
で
太
武
帝
の

「皇
孫
」

(後
の
高
宗
文
成
帝
)

と
解
釈

さ
れ
る

「
一
小
児
」

の
形
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が

「河
図

・
洛
書

・
九
疇
」
を
想
起
さ
せ
る

「受
命
歴
数
之
符
」

で
あ
り
、
「国
家
無
窮
之
徴
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
、
太
武
帝

の
諸
弟
で
あ
る
至
親
諸
王
の
楽
安
王
範
と
建
寧
王
崇

、
什
翼
腱
の
子
孫
に

当
た
る
宗
室
で
、
明
元
帝
の

「従
母

(母
の
姉
妹
)
」
の
子
で
も
あ
る
こ
と
か
ら

「特
見
親
寵
」
(『魏
書
』
巻

一
五

・
常
山
王
遵
伝
附
子
素

伝
)
と
あ
る
常
山
王
素
、
当
時

の

「
元
老
」
(『魏
書
』
巻
二
九

・
雲
斤
伝
)
で
あ

っ
た
恒
農
王
蘂
斤
に
よ

っ
て
上
奏

さ
れ
て
い
る

。

こ

の
よ
う
に
魏
晋
以
来
の

「玄
石
図
」
を
踏
ま
え
、
「天
師
」
憲
謙
之
が
太
武
帝
に
奉
じ
た

「太
平
真
君
」
の
称
号
を
踏
ま

え
た

「太
平
天
王
」

が
積
極
的
に
石
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
は
当
時
、
太
武
帝
の
信
任
厚
く
、
憲
謙
之
に
師
事
し
て
こ
れ
と
政

治
活
動
を
共
に
し
、
「少
好
文
学
、
博
覧
経
史
、
玄
象
陰
陽
、
百
家
之
言
、
無
不
関
綜
、
研
精
義
理
、
時
人
莫
及
」
(『
魏
書
』
巻
三
五

・
崔

浩
伝
)
と
称
さ
れ
る
崔
浩
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る

.。

そ
れ

で
は
太
武
帝
の
側
近
や
元
老
を
動
員
し
て
ま
で
宣
揚
さ
れ
た
北
魏
の

「玄
石
図
」
は
、
如
何
な
る
政
治
的
要
請
か
ら
報
告
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
太
武
帝
を
称
え
る
た
め
の
石
文
に
止
ま
ら
ず
、
皇
太
子
晃

の
誰
字
ま
で
が
記
さ
れ
、
皇
太
子
晃
に
至
る
北
魏
皇
統
の
確
認
と
、



「昌
封
太
山
」
と
あ
る
泰
山
封
禅
の
実
現
が
皇
太
子
晃
に
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
時
の

「玄
石
図
」
が
皇
太
子
晃
の
称

揚
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
か
か
る

一
連
の
政
治
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
『
魏
書
』
巻
四
下

・
世
祖
紀
下
太
平
真
君
五
年
春
正
月
壬
寅

(六
日
)
条
に
、

皇
太
子
始
総
百
揆
。
侍
中

・
中
書
監

・
宜
都
王
穆
寿
、
司
徒

・
東
郡
公
崔
浩
、
侍
中

・
広
平
公
張
黎
、
侍
中

・
建
興
公
古
弼
、
輔
太
子

以
決
庶
政
、
諸
上
書
者
皆
称
臣
、
上
疏
儀
与
表
同
。

と
あ
る
、
二
月
に

「玄
石
図
」
が
報
告
さ
れ
る
直
前
の
正
月
に
、
皇
太
子
晃
に
ょ
る

「総
百
揆
」
す
な
わ
ち
監
国
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
密
接

な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
皇
太
子
晃
は
正
平
元
年

(四
五

一
)
に
二
四
歳
で
没
し
て
い
る
こ
と

か
ら
逆
算
す
る
と
、

当
時
は

一
七
歳
の
少
年
に
過
ぎ
な
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
れ
故
に
補
佐
役
の
重
臣
が
配
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
太
武
帝
自

身
が

一
六
歳
で
即
位
し
た
こ
と
を
意
識
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
、
時
期
尚
早
の
皇
太
子
晃
に
よ
る
監
国
と
、
そ
の
人
事
を
行

っ
た
太
武
帝

の
立
場
を
正
当
化
す
る
目
的
で
、
補
佐
役
の

一
人
で
も
あ
る
先
に
見
た
崔
浩
が
魏
晋
以
来
の
符
瑞
と
さ
れ
る

「玄
石
図
」
を
再
利
用
し
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い

。
少
な
く
と
も
楽
安
王
範
ら
の
上
奏
に
見
え
る

「宜
告
四
海
、
令
方
外
儲
窃
天
命
有
帰
」
と

い
う
単
な
る
対
外
的

宣
伝
を
意
図
と
し
て
い
な

い
こ
と
は
、
「玄
石
図
」
が
皇
太
子
監
国
直
後
と
い
う
時
宜
を
得
た
頃
合
に
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ

れ
よ
う
。

以
上

の
よ
う
に
、
北
魏
の

「玄
石
図
」
は
、
皇
太
子
監
国
の
正
当
化
を
目
的
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
翻

っ
て
そ
も
そ
も
そ
れ
が
何
故

「玄
石
図
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
必
然
性
を
探
る
時
、
興
味
深
い
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
。

す
な
わ
ち
文
字

の
変
化
と
は
無
縁
の
遠
征
中
に
立
ち
寄

っ
た
と
す
る

(四
)
を
除
外
し
、
後
述
す
る

(
一)
を
ひ
と
ま
ず
措
く
と
、
(二
)

(三
)

(五
)
に
は
、
い
ず
れ
も

「玄
石
図
」
出
現
の
直
前
に
後
嗣
に
関
わ
る
人
事
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
共
通

項
が
指
摘
さ
れ
る
。
(二
)

の
場
合

、
泰
始
三
年
四
月
に

「玄
石
図
」
が
出
現
す
る
直
前

の
同
年
正
月
に
は
、
「明
徳
」
な
る
武
帝

の
同
母
弟

・
斉

王
仮
を
皇
太
弟
に
待

望
す
る
議
論
が
存
在
す
る
中
で
、
皇
太
子
衷

(後
の
恵
帝
)
の
策
立
が
断
行
さ
れ
て
い
る
藝
。
か
か
る
特
殊
な
状
態
を
正
当
化
す
る
目
的
で

「玄
石
図
」
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
お
そ
ら
く

『捜
神
記
』
が
記
す

「玄
石
図
」
に
新
た
に
出
現
し
た
と
い
う
五
馬
と



は
、
司
馬
諮

(宣
帝
)
・
司
馬
師

(景
帝
)
・
司
馬
昭

(文
帝
)
・
司
馬
炎

(武
帝
)
・
司
馬
衷
を
指
し
、
ま
だ
帝
号
を
有
し
て
い
な
い
皇
太

子
衷
が
、
不
鮮
明
な
馬
の
図
象
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
、
同
時
に
新
出
し
た
と
さ
れ
る

「中
」
字
も
、
意
通

・
音
通
す
る
皇
太
子
の

諦
字

「衷
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

(三
)

の
場
合
も
、
『
晋
書
』
巻
八
六

・
張
軌
伝
附
子
建
伝
に
よ
れ
ば
、
文
字

の
変
化
が
張
軌
に
報

告
さ
れ
た
永
嘉
元
年
の
こ
と
と
し
て
、

永
嘉
初
、
固
辞
驕
騎
将
軍
、
請
還
涼
州
、
許
之
、
改
授
議
郎
。

と
あ
り
、
張
軌
の
長
子

・
張
宴
が
中
央
か
ら
涼
州
に
帰
還
し
て
お
り
、
「張
」
字
の
鮮
明
化
と

「初
柞
天
下
、
西
方
安

万
年
」
な
る
石
文
の

出
現
を
勘
案
す
れ
ば
、
涼
州
に
お
け
る
前
涼
張
氏
政
権
の
世
襲
化
を
企
図
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。

「玄

石
図
」
が
か
か
る
後
嗣
人
事
の
正
当
化
に
度

々
用
い
ら
れ
る
理
由
は
、
『
後
漢
書
』
巻
三

・
章
帝
紀
註
引

『
河
図
』
に
、

〔河
〕
図
出
代

(
「世
」)
、
九
天
開
明
、
受
用
嗣
興
、
十
代

(「十
世
」)
以
光
。

と
あ
り
.讐
、
「玄
石
図
」
が
模
倣
し
た

「河
図
」
が
世
に
出
現
す
る
と
、
そ
れ
を
招
来
し
た
者
の
後
嗣
が
十
世
に
至
る
ま
で
繁
栄
す
る
と
さ

れ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た

一
貫
し
て
張
抜
郡
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
(四
)
で
見
た
如
く
西
王
母
伝
説
と
の
関

連
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
緯
書

の
、
『
芸
文
類
聚
』
巻

一
一
・
帝
舜
有
虞
氏
篇
所
引

『維
書

霊
准
聴
』
に
、

舜
受
終
、
鳳
皇
儀
、
黄
龍
感
、
朱
草
生
、
萱
ハ萸
華
、
西
王
母
授
益
地
図

(西
王
母
得
益
地
之
図
来
献
)。

と
あ
り
、
南
宋

・
羅
泌

『路
史
絵
論
』
巻
九

・
西
王
母
篇
註
引
文
献
に
、

〔西
王
母
〕
亦
見

〔尚
〕
書
帝
験
期
及

〔帝
王
〕
世
紀

・
世
本
乃
云
、
献
白
玉
環

・
玉
侃
。
礼
斗
威
儀
献
地
図
及
玉
映
。
集
仙
録
又
言
、

黄
帝
在
位
、
西
王
母
使
乗
白
鹿
、
授
地
図
、
舜
帝
在
位
、
使
献
白
玉
環
及
益
地
図
、
舜
遂
広
九
州
為
十
二
。

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
土
徳
の
聖
王
で
あ
る
黄
帝
や
虞
舜
が
、
白
鹿
に
乗

っ
て
来
朝
し
た
西
王
母
か
ら

「益
地
図
」
や

「玉
映
」

な
ど
の
玉
器
を
献
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
「益
地
図
」
が
州

の
増
置
を
予
言
す
る
図
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
以
外
、
そ
の
具
体
的
内
容

は
不
明
で
あ
る
が
、
西
王
母
が
住
む
と
さ
れ
る
昆
喬
山
に
つ
い
て
、
『
芸
文
類
聚
』
巻
七

・
毘
火冊
山
篇
所
引

『河
図
』

に
、

昆
命
之
嘘
、
五
城
十
二
楼
、
河
水
出
焉
。



『
旧
唐
書
』
巻
三
七

・
五
行
志
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
(む
。

〔
貞
観
〕
十
七
年
八
月
四
日
、
涼
州
昌
松
県
鴻
池
谷
有
石
五
、
青
質
白
文
、
成
字

日
、
高
皇
海
出
多
子
、
李
元
王
八
十
年
、
太
平
天
子

李
世
民
千
年
、
太
子
李
治
書
、
燕
山
人
士
楽
太
国
・王
尚
江

・
諦
、
奨
文
仁
、
遭
千
古
大
王

・
五
王

・
六
王

・
七

王

・
十

〔王
〕、
鳳
毛

才
子
、
七
仏

・
八
菩
薩
、
及
上
果
仏
田
、
天
子
文
武
、
貞
観
昌
大
聖
、
延
四
方
上
下
、
治
示
孝
、
仙
父
入
為
善
。
涼
州
奏
。
其
年
十

一

月

三
日
、
遣
使
祭
之
、

日
、
嗣
天
子
某

(世
民
)
、
柞
継
鴻
業
、
君
臨
宇
県
、
夙
興
肝
食
、
無
忘
干
政
、
導
徳
斉

礼
、
憶
於
前
修
。
天

有
成
命
、
表
瑞
貞
石
、
文
字
昭
然
、
暦
数
唯
永
。
既
施
高
廟
之
廟
業
、
又
錫
砂
身
之
詐
。
造
干
皇
太
子
治
、
亦
降
貞
符
、
具
紀
姓
氏
、

列

干
石
言
。
仰
謄
容
漢
、
空
銘
大
造
、
甫
惟
寡
薄
、
弥
増
寅
催
。
敢
因
大
礼
、
重
薦
玉
吊
、
上
謝
明
霊
之
睨
、
以
申
砥
懐
之
誠
。

出
現
地

は
涼
州
昌
松
県

(今

の
甘
粛
省
武
威
地
区
古
浪
県
界
)
で
あ
る
が
、
『
太
平
簑
宇
記
』
巻

一
五
二

・
涼
州
昌
松

県
条
註
引

『十
六
国

春
秋
』
に
よ
れ
ば
、

後
涼
呂
光
麟
嘉
四
年

(三
九
二
)、
以
郭
磨

(
「郭
磨
」
の
詑
)
識
言
、
改

〔蒼
松
県
〕
為
昌
松
県
、
兼
於
此
立
東
張
液
郡
。

と
あ

っ
て
、
か

つ
て
後
涼
が

「東
張
抜
郡
」
を
置
い
た
地
で
あ
り
、
魏
晋
以
来
の

「玄
石
図
」
の
特
徴
で
あ
る

「青
質
白
文
」
を
踏
襲
し
、

(六

)

唐

貞

観

一
七

年

(
六

四

一一一)

の
模

倣

「
玄

石

図

」

と
あ
り
、
黄
河
の
源
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
西
王
母
が
齎
し
た
と
さ
れ
る

「益
地
図
」
に
は

「河
図
」
の
イ
メ
ー
ジ

が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
見
て
大
過
な
か
ろ
う
。
か
か
る
伝
承
を
意
識
し
て

「玄
石
図
」
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
殆
ど
疑
い
な
い
。
そ
し

て
出
現
場
所
の
張
抜
と
い
う
地
名
は

「張
国
腎
腋
、
故
日
張
抜
也
」

(『
漢
書
』
巻
二
八
下

・
地
理
志
下

・
張
液
郡
条

註
引

「応
勧
日
」
)
と

解
さ
れ
る
よ
う
に
、

「益
土
」
の
意
と
通
ず
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
西
王
母
伝
説
と
地
名
の
由
来
を
踏
ま
え
て
、
張
抜
か
ら

「玄
石
図
」
が

極
め
て
作
為
的
に
報
告
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

。

以
上

の

「玄
石
図
」
に
関
す
る
推
論
を
裏
付
け
る
の
が
、
次
の
唐

・
太
宗
期
に
お
け
る
模
倣

「玄
石
図
」
で
あ
る
。



『
三
国
志
』
巻
三

・
明
帝
紀
青
龍
三
年
条
に
よ
れ
ば
、

八
月
庚
午

(二
四
日
)
、
立
皇
子
芳
為
斉
王
、
詞
為
秦
王
。
丁
巳

(
一
一
日
?
)
、
〔自
許
昌
宮
〕
行
還
洛
陽
宮
。
十

一
月
丁
酉

(二
二

日
)
、
行
幸
許
昌
宮
。

と
あ
り
蓼
、
こ
の
年
八
月
に
は
、
皇
子
芳
と
訥
が
そ
れ
ぞ
れ
斉
王
と
秦
王
に
策
立
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
勘
案
す
れ
ば
、
か
か

る
人
事

と
こ
の
直
後
に
報
告
さ
れ
た

「玄
石
図
」
と
は
、
密
接
な
関
係
に
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
後
に
明
帝

を
継
ぎ
曹
魏
の
第
三

代
皇
帝

と
な
る
斉
王
芳
と
、
秦
王
詞
と
は
、
『
三
国
志
』
巻
四

・
斉
王
紀
冒
頭
に
、

明
帝
無
子
、
養

〔斉
〕
王
及
秦
王
詞
、
宮
省
事
秘
、
莫
有
知
其
由
来
者
。

と
あ
る
如
く
、
共
に
明
帝
の
実
子
で
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
皇
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る

。
そ
れ
故
に
そ
の
策

立
の
正
当
性
を
敢
え

二

曹

魏

「
玄

石

図

」

の

報

告

背

景

二
百
年
前
の
北
魏
と
同
じ
五

つ
と
い
う
石
の
数
と
な

っ
て
い
る
。
か
か
る
模
倣

「玄
石
図
」
は
或
る
民
間
伝
承
に
よ
れ
ば
、
甘
州

(張
腋
)

か
ら
東
行
し
て
き
た
と
も
言
わ
れ
、
「甘
州
石

(甘
酒
石
)」
と
称
さ
れ
て
お
り
(署
、
「玄
石
図
」
と

の
密
接
な
対
応
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
更
に
石
文
に

「李
治
」
と
い
う
皇
太
子
の
名
ま
で
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
称
揚
が
主
た
る
目
的
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
白

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
皇
太
子
治
の
策
立
と
は
、
同
年
四
月
に
謀
反
容
疑
で
皇
太
子
承
乾
が
廃
さ
れ
た
直
後
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
太
宗

に
は
か
か
る
人
事
の
正
当
化
に
腐
心
せ
ね
ば
な
ら
な
い
積
極
的
な
理
由
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
(脇)。

こ
の
よ
う
に
西
晋
以
下
の

「玄
石
図
」
類
は
、
い
ず
れ
も
主
と
し
て
後
嗣
人
事

の
正
当
化
と
い
う
政
治
的
要
請
に
よ

っ
て
利
用
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
か
か
る

一
連
の

「玄
石
図
」
が
踏
襲
し
た
、
曹
魏
で
最
初
に
利
用
さ
れ
た

「玄
石
図
」
も
、
後
嗣
人
事

に
関
わ

る
符
瑞
で
あ

っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
曹
魏

の
明
帝
青
龍
三
年

(二
三
五
)

の

「玄
石
図
」
の
報
告
北且
爪
に

は
如
何

な
る
後
嗣
人
事
が
想
定
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。



て
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
西
晋

・
北
魏

の

「玄
石
図
」

の
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
本
来
、
「古
皇
聖
帝

所
未
嘗
蒙
、
実
有
魏
之
禎
命
、
東
序
之
世
宝
」
と
高
堂
隆
に
絶
賛
さ
れ
る
曹
魏

の

「玄
石
図
」
に
も
、
皇
子
を
策
立
す
る
明
帝
と
斉
王
芳
ら

を
示
唆
す
る
石
文
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も

っ
と
も

「斉
王
」
と

「秦
王
」
と
い
う
称
号
に
注
目
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
黄
初
二

年

(
二
二

一
)
に
明
帝
が

「斉
公
」
に
策
立
さ
れ
る

一
方
で
、
文
帝
曹
丕

の
後
嗣
と
し
て

一
時
嘱
望
さ
れ
て
い
た
異
母
弟

・
曹
礼
が

「秦
公
」

に
策
立
さ
れ
た
故
事
を
踏
ま
え
た
命
名
で
あ
り

、
斉
王
芳
が
か

つ
て
の
明
帝
自
身
に
擬
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
の
で
、
事
実

上
明
帝

の

「皇
太
子
」
に
目
さ
れ
て
い
た
の
は
、
当
初
よ
り
斉
王
芳
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
、
石
文
で
秦
王
詞
は
記
載
さ

れ
て
い
な
か

っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
当
時
既
に
確
認
さ
れ
る

「太
子
舎
人
張
茂
」
(『
三
国
志
』
明
帝
紀
青
龍
三
年
条
註
引

『
魏
略
』
)
や

「太
子

舎
人
黄
史
嗣
」

(『宋
書
』
巻

一
四

・
礼
志

一
)
な
ど
と
あ
る
東
宮
官
は
、
斉
王
芳

の
属
僚
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
こ
と
と
な
ろ
う

。

右
の
よ
う
に
、
曹
魏

の

「玄
石
図
」
に
は
、
少
な
く
と
も
斉
王
芳
の

「皇
太
子
」
策
立
の
正
当
化
と
い
う
明
帝
の
意

図
が
込
め
ら
れ
て
い

る
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
が
、
信
頼
に
足
る
石
文
が
現
存
し
な
い
の
で
、
文
字
か
ら
そ
れ
以
上
迫
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
だ
が

「玄
石
図
」

に
表
現
さ
れ
て
い
る
形
状

・
図
柄
の
解
釈
そ
の
も
の
か
ら
、
か
か
る
運
動
の
政
治
的
な
意
味
づ
け
を
今
少
し
探
る
こ
と

は
可
能
と
思
わ
れ
る
。

上
述

の
通
り
、
曹
魏

の

「玄
石
図
」
の
根
本
史
料
は
事
実
上
、
明
帝
の
詔
に
限
定
さ
れ
る
が
、
「河
図
」
「洛
書
」
を
模
倣
し
た

「負
図
」

の

「霊
亀
」
の
巨
石
に

「文
字
告
命
」
が
確
認
さ
れ
る
と
す
る
形
状
に
関
し
て
は
、
『
開
元
占
経
』
巻
七
七

・
客
星
占

一
・
瑞
星
条
所
引

『
〔礼
〕

含
文
嘉
』
に
、

天
子
袷
諦
、
巡
狩
有
度
、
考
功
貴
室
、
内
外
之
制
、
各
得
其
宜
、
四
方
之
事
、
無
蓄
滞
、
上
下
交
通
、
則
山
沢
出
霊
亀
宝
石
、
麟
麟
出

苑
圃
、
六
畜
繁
多
、
天
苑
有
徳
星
応
。

と
あ
り
、
同
書
巻

=

一〇

・
亀
負
図
条
所
引

『
礼
稽
命
徴
』
に
、

制
礼
作
楽
、
改
損
祭
器
、
有
鬼
神
之
助
、
則
亀
負
図
。

と
あ
り
、
ま
た

『芸
文
類
聚
』
巻

一
・
天
部
上

・
雲
篇
所
引

『
孝
経
援
神
契
』
に
、

天
子
孝
、
天
龍
負
図
、
地
亀
出
土
、
天
華
消
滅
、
景
雲
出
游
。



な
ど
と
見
え
る

。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
緯
書

の
記
述
を
総
合
す
る
と
、
天
子
に
よ

っ
て

「袷
諦
」
の
祭
祀
な
ど
に
表
現
さ
れ
る

「孝
」
の

実
践
や

「巡
狩
有
度
」
が
実
施
さ
れ
、

「考
功
貴
室
」
の
施
行
、
そ
れ
に

「制
礼
作
楽
」
と
あ
る
礼
制
改
革
な
ど
の

「
内
外
之
制
、
各
得
其

宜
」
が
実
現
し
た
結
果
、
「鬼
神
之
助
」
が
あ

っ
て

「負
図
」
の

「霊
亀
宝
石
」
が
招
来
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ

っ
て

「天
肇
消
滅
」
が
齎

さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
逆
説
的
に
言
え
ば
、
か
か
る
符
瑞
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
天
子
の
政
治

が
右
に
列
挙
し
た
出

現
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
右
に
列
挙
し
た
出
現
条
件
は
、
明
帝
が
推
進
し
て
き
た
諸
政
策
と

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
挙
げ
る
と
、
「袷
諦
」
と
は

明
帝
の
祖
母

・
武
宣
下

后
の
喪
が
明
け
た
太
和
六
年

(
二
三
二
)
に
議
論
さ
れ
実
施
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
諦
祭
な
ど
を

、
明
帝
自
身
に
よ

っ
て
即
位
以
来
積
極
的
に
推
進
さ
れ
て
き
た

「孝
」
の
表
現
と
は
生
母

・
文
昭
藪
后
の
祭
祀
を
(誓
、

「巡
狩
有
度
」
と

は
陳
華
は

「無
益
」

(『
三
国
志
』
巻
二
二

・
本
伝
)
と
批
判

る
が
、
太
和
六
年
か
ら
本
格
化
し
て
景
初
元
年

(二
三
七
)
ま
で
連
年
続

い
た
許
昌

へ
の
行
幸
を
主
と
す
る

「巡
狩
」
を

、
「考
功
貴
室
」

と
は
青
龍
三
年
以
前
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
た
考
課
法
の
導
入
を
曇
、
そ
し
て

「制
礼
作
楽
」
と
は
青
龍
三
年
頃
か
ら
議

論
が
高
ま
る
礼
制
改

革
を

、
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
か
か
る
符
瑞
の
出
現
に
よ

っ
て

「天
肇
消
滅
」
、
す
な
わ
ち
太
和
年
間
か

ら
続
い
て
い
た
皇
子
の
天
折
が
消
滅
す
る
と
い
う

、
明
帝
に
と

っ
て
切
望
さ
れ
て
い
た
後
嗣
の
生
存
ま
で
も
が
保
障
さ
れ
る
、
正
し
く

「古

皇
聖
帝
所
未
嘗
蒙
、
実
有
魏
之
禎
命
」
で
あ

っ
た
。
ま
た
こ
こ
に
見
え
る

「袷
諦
」
や
考
課
法
と
は
共
に
虞
舜
の
時
代
に
遡
る
と
さ
れ
る
も

の
で

、
先
に
見
た
西
王
母
に
よ
る

「益
地
図
」
や

「玉
映
」
の
来
献
伝
説
を
併
せ
て
勘
案
す
れ
ば
、
明
帝
を
虞
舜
の
再
来
と
す
る
意
識
が

強
く
働

い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ

で
は
、
か
か
る
識
緯
思
想
の
影
響
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る

「玄
石
図
」
と
は
、
そ
も
そ
も
何
者
に
よ
っ
て
、

仕
立
て
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う

か
。
そ
も
そ
も

「玄
石
図
」
を
絶
賛
し
た
の
は
、
当
時

「侍
中

・
領
太
史
令
」
の
肩
書
を
有
し
て
い
た
高
堂
隆

で
あ
る
が
、
彼
は
明

帝
の
即
位
以
前
か
ら
仕
え
た
信
任
厚
い
宿
老

の
側
近
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
曹
魏
王
朝
の
正
統
性
を
虞
舜
に
求
め
る

「虞

舜
始
祖
曹
氏
系
譜
」

説
を

一
つ
の
柱
と
す
る
礼
制
改
革
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
も
あ

っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

。
実
際
、
『
隋
書
』
巻
三
四

・



経
籍
志
三

・
五
行
類
で
は
、
曹
魏
の

「玄
石
図
」
に

つ
い
て
、

張
抜
郡
玄
石
図

一
巻

(高
堂
隆
撰
)

と
著
録

し
、
高
堂
隆
自
身
に
よ
っ
て

「撰
述
」
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た

「玄
石
図
」
で
明
帝
を
虞
舜
に
擬
す
る
意
図
が
既
に
高
堂

隆
が
主

張
す
る

「虞
舜
始
祖
曹
氏
系
譜
」
説
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
か
か
る
符
瑞
の

「出
現
」
が
高
堂
隆
に
画
策
さ
れ

て
い
る

こ
と
は
殆
ど
疑
い
な
い

。
更
に

「玄
石
図
」
は
後
に
宗
廟
に
酷
告
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
施
を
要
請
し
て

い
る
の
が
、
高
堂
隆

の
故
主

に
当
た
る
尚
書
の
酵
悌
な
の
で
あ
る
(翌
。
と
す
れ
ば
、
か
か
る
高
堂
隆
と
そ
の
人
脈
を
動
員
し
て
い
る
こ
の
運
動
の
背
後
に
は
、
当

然
、
明
帝
自
身

の
積
極
的
な
意
向
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

右
の
よ
う
に
、
中
央
で

「玄
石
図
」
の
思
想
的
裏
づ
け
を
与
え
た
の
が
高
堂
隆
で
あ

っ
た
と
し
て
、
実
際
に
涼
州
張
抜
郡
か
ら
報
告
さ
せ

た

「土
ハ謀
者
」
は
誰
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
通
典
』
巻
五
五

・
告
礼
に
見
え
る
醇
悌
の
上
奏
に

「涼
州
刺
史
所
上
霊
命
瑞
図
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
(撃
、
直
接
的
に
は
当
時
の
涼
州
刺
史
徐
遡
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
太
和
六
年

(二
三
二
)
に
お
け
る

「分

陳

(陳

西
)
」
の
任
に
あ

っ
た
司
馬
懿

が
長
安
か
ら
献
上
し
、
そ
れ
を
中
央
で
高
堂
隆
が
積
極
的
に
意
味
づ
け
た
、
明
帝
の
生
母

・
文
昭
頸

后
の
祭

祀
に
絡
む

「玉
印
」
の

一
件
を
考
慮
す
る
と

、
そ
れ
と
同
じ
構
図
に
あ
る

「玄
石
図
」
報
告

の
背
後
に
も
、
青

龍
三
年

(二
三
五
)

末
時
点

で
太
尉

・
都
督
雍
涼
二
州
諸
軍
事
の
肩
書
で
引
き
続
き
長
安
に
出
鎮
し
て
い
た
司
馬
謙
が
い
た
こ
と
は
、
殆
ん
ど
疑
い
な
い

。
何

よ
り
司
馬
懿

は
明
帝
が
希
求
し
、
高
堂
隆
が
主
導
す
る
礼
制
改
革
に
賛
同
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
蓼
、
明
帝
に
媚
び
る
か
の
よ
う
な
政
治
姿

勢
は
右

に
止
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
『
晋
書
』
巻

一
・
宣
帝
紀
に
は
、

〔青
龍
〕
四
年

(二
三
六
)、
獲
白
鹿
、
献
之
。
天
子

(明
帝
)
日
、
昔
周
公
旦
輔
成
王
、
有
素
堆
之
貢
。
今
君
受
陳
西
之
任
、
有
白
鹿

之
献
、
山豆
非
忠
誠
協
符
、
千
載
同
契
、
偉
又
邦
家
、
以
永
豚
休
邪
。

と
あ
り
爵
、
「王
者
明
恵
及
下
、
則
至
」
(『宋
書
』
巻
二
八

・
符
瑞
志
中

・
白
鹿
条
)
と
さ
れ
る
、
か

つ

「陳
西
」
に
因
む
白
と
い
う
西
方

の
配
色
を
持

つ
、
ま
た
西
王
母
が
乗

っ
て
土
徳
の
聖
王
た
る
黄
帝
や
虞
舜
を
訪
れ
た
と

い
わ
れ
る
白
鹿
を
献
じ
て
、
明
帝
か
ら
そ
の

「忠
誠

協
符
」
を
称
え
ら
れ
て
い
る
。
更
に
青
龍
三
年
～
景
初
元
年

(二
三
七
)
十
月
末
以
前
に
長
安
に
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
所
謂

「曹
真



従
来

の
研
究
で
は
、
司
馬
諮
と
曹
魏
帝
室
と
の
異
質
性
が
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
全
く
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
司
馬
諮
が
関
与
し
た
と

考
え
ら
れ
る
符
瑞
は
上
述
に
止
ま
ら
ず
、
実
は
文
帝
期
か
ら
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
既
に
別
稿
で
も
論
じ
た
が

、
輿
論
の

一
部
に
反
対
論

も
出
た
黄
初
三
年

(二
二
二
)
九
月
に
お
け
る
文
帝
の
寵
愛
す
る
郭
貴
嬢

(後
の
文
徳
郭
后
)
の
立
后
に
先
立
ち
、
郭
氏
の
徳
に
応
じ
て

「金

三

司

馬

艶

の

政

治

姿

勢

と

明

帝

の

至

親

輔

翼

体

制

へ

の

指

向

残
碑
」

に
、
正
式
採
用
以
前
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
高
堂
隆

の
主
張
す
る

「虞
舜
始
祖
曹
氏
系
譜
」
説
が
既
に
見
え
る

こ
と
に
も
、
高
堂
隆

と
司
馬
懿

の
共
謀
関
係
が
窺
わ
れ
よ
う

。

以
上

の
よ
う
に
、
「玄
石
図
」
な
ど
の
符
瑞
や

「虞
舜
始
祖
曹
氏
系
譜
」
運
動
か
ら
は
、
高
堂
隆
と
司
馬
懿

は
表
裏

一
体
と
な

っ
て
明
帝

を
擁
護

す
る
、

い
わ
ば

「同
志
」
か

つ
明
帝
の

「身
内
」
で
あ

っ
た
と
い
う
関
係
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
『
三
国
志
』

巻
二
五

・
高
堂
隆
伝
に
、

臣
観
黄
初
之
際
、
天
兆
其
戒
、
異
類
之
鳥
、
育
長
燕
巣
、
口
爪
胸
赤
、
此
魏
室
之
大
異
也
。
宜
防
鷹
揚
之
臣
於
薫

焙
之
内
。

と
あ
る
、
高
堂
隆
が
明
帝
に
訴
え
た

「異
類
之
鳥
、
育
長
燕
巣
、

口
爪
胸
赤
」
に
讐
え
ら
れ
る

「鷹
揚
之
臣
」
を
司
馬
懿

と
解
し
て
、
高
堂

隆
が
司
馬
懿

を

「不
臣
」
と
し
て
警
戒
し
て
い
た
と
す
る
先
行
研
究
と
根
本
的
な
齪
齪
を
き
た
す
こ
と
と
な
る

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ

に
関
し
て
は
既
に
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
「薫
瘤
之
内
」
に
践
雇
す
る

「育
長
燕
巣
、
口
爪
胸
赤
」
と
は
、
「燕
」
地

「琢
郡
人
」
で

「赤
」

徳
の

「漢
広
陽
順
王
」
の
末
裔

に
当
た
る
劉
放
ら
中
書
官
僚
を
椰
楡
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
も
そ
も
後
に

「白
」
徳
の
西
晋

の

開
祖
と
さ
れ
る
司
馬
諮
を
指
し
て
言

っ
た
も
の
と
は
見
な
し
難

い
の
で
あ
る

。

か
か
る
考
察
に
大
過
な
け
れ
ば
、
曹
魏
に
お
け
る
司
馬
諮
の
立
場
、
及
び
彼
が
積
極
的
に
関
与
し
た
と
見
ら
れ
る

「玄
石
図
」
に
よ
っ
て

正
当
化
を
意
図
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る

「皇
太
子
」
斉
王
芳
の
策
立
と
は
、
改
め
て
如
何
に
曹
魏
政
治
史
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。



璽
未
授
、
而
玉
瑞
先
顕
」
(『
芸
文
類
聚
』
巻

一
五

・
皇
后
篇
所
引

「魏
傅
蝦
請
立
貴
嬢
為
皇
后
」
)
が
あ

っ
た
と
さ
れ
、
こ
れ
は

「黄
初
二

年
、
醗
泉
出
、
河
内
郡
玉
壁

一
枚
」
(『
文
選
』
巻
六

・
左
思

「魏
都
賦
」
中

「醗
泉
涌
流
而
浩
浩
」
句
李
善
註
)
に
当
た
る
と
見
ら
れ
る
。

河
内
郡

は
司
馬
氏
の
本
籍
地
で
あ
り
、
当
時
侍
中

・
尚
書
右
僕
射
で
あ

っ
た
司
馬
懿

が
、
文
帝
の
魏
王
太
子
時
代
か
ら
仕
え
て
い
た

「為
太

子
所
信

重
」
(『
晋
書
』
宣
帝
紀
)
な
る

「四
友
」
(他
に
陳
華

・
呉
質

・
朱
櫟

〈朱
礫
?
〉
)
の

一
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
か
か
る
立

后
運
動

に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
司
馬
懿

は
文
帝

・
明
帝
の
意
向
を
汲
ん
で
積
極
的
に
そ
の
目
的
を
正
当
化
さ
せ
る
符
瑞
の
出
現
を
演
出
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
文
帝

の
太
子
時
代
以
来
の

「毎
与
大
謀
、
輯
有
奇
策
」
(『
晋
書
』
宣
帝
紀
)
と
あ
る
積
極
的
な
貢
献

の
故
に
揺

る
ぎ
な
い

「信
重
」

を
獲
得

し
、
黄
初
六
年

(
二
二
五
)
の
文
帝

の
孫
呉
親
征
に
際
し
て

「吾
深
以
後
事
為
念
、
故
以
委
卿
」
(『
晋
書
』
宣
帝
紀
)
と
あ
る
詔

と
共
に
当
時
実
質
上

の
都
で
あ

っ
た
許
昌
の
留
台
を
任
ぜ
ら
れ
茜
、
そ
の
後
も

「分
陳
」
の
任
や
、
文
帝

・
明
帝

の
臨
終
時
に

「顧
命
輔
政
」

の
地
位
を
得
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
権
力
基
盤
は
曹
魏
帝
室
そ
の
も

の
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
先

行
研
究
の
よ
う
に
、

曹
魏
帝
室
と
司
馬
懿

を
、
異
質
な
両
者
に
よ
る
対
立
の
図
式
で
捉
え
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
極
論
す
れ
ば
、
司
馬

懿
の
政
治
姿
勢
に
は
、
皇
帝
権
に
絶
え
ず
接
近
し
、
そ
れ
を
擁
護
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
僥
倖
を
得
よ
う
と
す
る

「俵
臣
」
に
も
似
た
性
質
は

多
分
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
逆
に
こ
れ
ま
で
主
張
さ
れ
て
き
た
、
「清
流
派
」
的
名
族
層
の
輿
論
な
り

「名
士
」

の
輿
論
な
り
を
背
負

っ
て
正
論
を
展
開
す
る
、
同
じ
く
文
帝

「四
友
」
の

一
人
で
あ
る
陳
草
の
よ
う
な

一
面
は
全
く
看
取
し
得
な
い
の
で
あ
る

。

従
来
、
名
族
層

の
輿
論
と
皇
帝
権
の
衝
突
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
黄
初
六
年
に
発
生
し
た
飽
助
事
件
に
関
し
て
も

、
お
そ
ら
く

「四

友
」
の
交
遊
関
係
が
強
く
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
二
年
前
に
尚
書
令
陳
草
と
尚
書
右
僕
射
の
司
馬
懿

は
共

に
、
陳
草

(菟
州
頴

川
郡
)

の

「州
里
」
で
あ
り
、
以
前
か
ら
文
帝
に
覚
え
の
悪
か

っ
た
飽
助

(克
州
泰
山
郡
)
の
推
薦
を
行

っ
て
い
る
が
、
司
馬
諮
は
事
件
発

生
時
に
主
だ

っ
た
朝
臣
が
行

っ
た
助
命
嘆
願
に
は
連
名
し
て
お
ら
ず
、
文
帝
の
意
を
害
し
て
ま
で
飽
助
に
肩
入
れ
す
る
必
要
性
を
認
め
て
い

な
い
か

の
よ
う
な
態
度
を
と

っ
て
い
る
(胆
。
と
す
れ
ば
、
陳
草
を
始
め
と
す
る
後
漢
末
以
来
の

「清
流
派
」
の
流
れ
を
汲
む
名
族
層
と
の
交

遊
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
以
て
、
直
ち
に
そ
れ
を
政
治
理
念
の
共
有
と
い
う
問
題
に
ま
で
飛
躍
さ
せ
る
こ
と
に
は
、
些
か
無
理
が
あ
ろ
う
。



そ
れ
に
加
え
て
こ
れ
ま
で
は

『
三
国
志
』
巻
二
二

・
陳
矯
伝
註
引
西
晋

・
郭
頒

『
〔魏
晋
〕
世
語
』
に
、

〔
明
〕
帝
憂
社
稜
、
問
矯
、
司
馬
公

(
司
馬
懿
)
忠
正
、
可
謂
社
稜
之
臣
乎
。
矯
日
、
朝
廷
之
望
、
社
稜
未
知
也
。

と
あ
る
説
話
は
、
司
馬
懿

が

「朝
廷
之
望
」
な
る
名
族
層
を
中
心
と
す
る
朝
臣
の
期
待
を
集
め
る

一
方
で
、
「社
稜
之
臣
」
と
あ
る
国
家
を

委
ね
る

べ
き
臣
下
で
は
な
か
っ
た
と
解
釈
し
、
司
馬
懿

「不
臣
」
論
の
有
力
な
論
拠
と
さ
れ
て
き
た
が

、
註
引
し
た
斐
松
之
自
身
が
既
に

指
摘
す

る
よ
う
に
、
『
世
語
』
の
信
慧
性
に
は
深
刻
な
疑
問
が
あ
る
上
に

、
か
か
る
解
釈
そ
の
も

の
に
も
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
明
帝
に

「忠
正
」
と
評
さ
れ
る
と
共
に
、
「朝
廷
之
望
」
と

い
う
朝
臣
の
広
い
支
持
を
得
て
、
期
待
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
司
馬
懿

が
、

何
故

「社
稜
之
臣
」
で
は
な

い
の
か
と
い
う
論
理
的
矛
盾
で
あ
る
。
「社
稜
」
と
あ
る
以
上
、
明
帝
が
私
的
に
信
任
で
き
る
臣
下
と

い
う
意

味
で
語

っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
何
よ
り
皇
帝
と
の
直
接
会
話
の
中
で
、
陳
矯
が
お
こ
が
ま
し
く
も
朝
臣
の
輿
論
を
指
し
て

「朝

廷
之
望

」
な
ど
と
表
現
す
る
こ
と
は
、
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も

「朝
廷
」
と
は
、
『
後
漢
書
』
巻
二
六

・
宋

弘
伝
に
、

後
大
会
群
臣
、

〔光
武
〕
帝
使

〔桓
〕
課
鼓
琴
、
諦
見

〔宋
〕
弘
、
失
其
常
度
。
帝
怪
而
問
之
、
弘
乃
離
席
免
冠
謝
日
、
臣
所
以
薦
桓

諦
者
、
望
能
以
忠
正
導
主
、
而
令
朝
廷
耽
悦
鄭
声
、
臣
之
罪
也
。

と
見
え
る
如
く
、
二
人
称
と
し
て
も
使
わ
れ
る
天
子
を
指
す
語
で
も
あ
る
。
加
え
て
上
述
し
た
司
馬
懿

の
政
治
姿
勢
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
れ

ま
で
の
解
釈
と
は
正
反
対
に
、
司
馬
懿

を

「朝
廷
之
望
」
す
な
わ
ち

「忠
正
」
か
つ

「社
稜
之
臣
」
と
し
て
期
待
し
て
い
る
明
帝
に
対
し
て
、

陳
矯
が
疑
義
を
提
出
し
た
と
す
る
読
み
方
し
か
論
理
的
に
は
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
か
る
理
解
に
大
過
な
け
れ
ば
、
こ
の

説
話
に
関
す
る
限
り
、
少
な
く
と
も
陳
矯
は
司
馬
諮
を
、
広
範
な
輿
論
に
支
持
さ
れ
る
べ
き

「社
稜
之
臣
」
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
れ

か
ら
は
距
離
の
あ
る
、
帝
室
と
の
私
的
な
繋
が
り
の
強
い
そ
の

「身
内
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
更
に
従
来
は
名
族
層

の
陳

草
に
対
す
る
強
い
支
持
を
物
語
る
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

『
三
国
志
』
巻

二

一
・
王
藥
伝
附
呉
質
伝
註
引

『
呉
質
別
伝
』
に
は
、

太
和
四
年

(
二
三
〇
)
、
入
為
侍
中
、
時
司
空
陳
草
録
尚
書
事
、
〔明
〕
帝
初
親

万
機
、
質
以
輔
弼
大
臣
、
安
危
之
本
、
対
帝
盛
称
、
騨

騎
将
軍
司
馬
懿

、
忠
智
至
公
、
社
稜
之
臣
也
。
陳
草
従
容
之
士
、
非
国
相
之
才
、
処
重
任
而
不
親
事
。
帝
甚
納
之
。
明
日
、
有
切
詔
以

督
責
草
、
而
天
下
以
司
空
不
如
長
文

(陳
草
の
字
)
、
即
草
言
無
実
也
。



と
あ

っ
て
、
司
馬
懿

・
陳
草
と
同
じ
く
文
帝

「四
友
」
の

一
人
で
あ
り
、
「単
家
」
出
身
で
恩
倖
的
性
格
の
強

い
呉
質

の
彼
等
友
人
に
対
す

る
発
言
か
ら
は
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
も
含
め
て
、

「忠
智
至
公
、
社
穫
之
臣
」
た
る
司
馬
懿

と
、

「従
容
之
士
、
非
国
相
之
才
」
た
る

天
下
の
公
論
に
支
持
さ
れ
る
陳
華
と
の
際
立

っ
た
異
質
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
か
か
る
分
析
に
強

い
同
意
を
表
す
明
帝
の

意
識
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る

。

よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
右
の

『
世
語
』
と

『
呉
質
別
伝
』
と
は
、
い
ず
れ
も
陳
華
を
中
心
と
す

る
名
族
層
の
輿
論
と

司
馬
懿

と
の
距
離
を
語
る
も
の
で
あ

っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
逆
に
司
馬
諮
と
名
族
層
の
輿
論
と
の
緊
密
不
可
分

の
関
係
を
証
す

る
具
体

的
記
述
は
、
か
か
る
信
愚
性
の
低
い
史
書
に
さ
え
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
.㊤
。

以
上

の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
高
堂
隆
と
共
に

曹
魏
帝
室
に

「忠
正
」
な
る
司
馬
懿

が
、

「皇
太
子
」
斉
王
芳
の
策
立
を
正
当
化
す
る
意
図

で
、
節

度
下
の
涼
州
刺
史
徐
遡
に
調
し
て

「玄
石
図
」
を
報
告
さ
せ
る
こ
と
も
別
段
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
は
何
故
、
上
古

の
聖
王
が
授
け
ら
れ
た
と

い
う

「河
図
」

「洛
書
」
に
模
し
た
符
瑞
ま
で
が
敢
え
て
必
要
と
さ
れ
ね
ば
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は

明
帝
が
指
向
す
る

「皇
太
子
」
の
後
見
を
視
野
に
入
れ
た
至
親
輔
翼
体
制
を
め
ぐ
る
、
以
下
の
よ
う
な
事
情
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。「皇

太
子
」
斉
王
芳

の
策
立
に
際
し
て
は
、
東
宮
官
が
置
か
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
『
三
国
志
』
巻
二
〇

・
武
文
世
王
公

・
燕
王
宇
伝
に
よ

れ
ば
、明

帝
少
与
宇
同
止
、
常
愛
異
之
。
及
即
位
、
寵
賜
与
諸
王
殊
。
青
龍
三
年

(
二
三
五
)
、
徴
入
朝
、
景
初
元
年

(
二
三
七
)
、
還
鄭
。
二

年
夏

(
二
三
八
)、
復
徴
詣
京
都
。
冬
十
二
月
、
明
帝
疾
篤
、
拝
宇
為
大
将
軍
、
属
以
後
事
。
受
署
四
日
、
宇
深

固
譲
、
帝
意
亦
変
、

遂
免
宇
官
。
三
年

(
二
三
九
)
夏
、
還
鄭
。

と
あ
り
、
明
帝

の
寵
愛
す
る
歳
の
近
い
叔
父

・
燕
王
宇
が
同
年
に
入
朝
し

、
こ
の
間
に
行
わ
れ
た
明
帝

の
行
幸
に
随
行
し
た
と
い
う
記
録

も
特
に
な

い
こ
と
か
ら
し
て
、
郭
に
再
び
戻
る
ま
で
の
以
後
約
丸
二
年
間
に
も
亘

っ
て
明
帝
不
在
の
洛
陽
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。

こ
れ
は

『
後
漢
書
』
巻
四
二

・
光
武
十
王

・
東
平
憲
王
蒼
伝
に
、



お

わ

り

に

他
に
も

「玄
石
図
」
類
に
関
し
て
議
論
す
べ
き
問
題
は
多
く
残

っ
て
い
る
が
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
の
大
要
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に

〔明
〕
帝
毎
巡
狩
、
蒼
常
留
鎮
、
侍
衛
皇
太
后
。

と
あ
る
よ
う
に
、
後
漢

の
明
帝
が

「巡
狩
」
中
、
寵
愛
す
る
同
母
弟

・
東
平
王
蒼
を
都

・
洛
陽
に

「留
鎮
」
さ
せ
た
故
事
を
意
識
し
た
措
置

で
あ
り
、
燕
王
宇
も

「侍
衛
」
の

「留
鎮
」
に
任
ず
る
べ
く
鄭
か
ら
洛
陽
に
召
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
時

に
は
祖
母

・
武
宣
下

后
や
義
母

・
文
徳
郭
后
は
既
に
没
し
て
お
り
、
毛
皇
后
は
明
帝
に
同
行
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
豪
、
敢
え
て
燕
王
宇
を
呼
び
寄
せ

「侍
衛
」
さ

せ
ね
ば
な
ら
な
い
人
物
と
し
て
は
幼
少
の
斉
王
芳
以
外
に
は
想
定

で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
景
初
二
年

(
二
三
八
)
十

二
月
の
明
帝

の
臨
終

直
前
に
実
際
に
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
斉
王
芳
の
後
見
を
委
ね
ら
れ
る
が
、
劉
放

・
孫
資
ら
中
書
官
僚
に
よ
る
宮
中
ク
ー
デ

タ
ー
で
失
脚
す
る
、

燕
王
宇
を
首
班
と
し
た
至
親
輔
政
体
制
は
、
既
に
青
龍
三
年
か
ら
指
向
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
ろ
う

。
し
か
し
な
が
ら
、
燕
王
宇
に
期
待

す
る
至
親
輔
政
体
制
と
は
、
『
三
国
志
』
明
帝
紀
太
和
六
年

(二
三
二
)
二
月
条
に
、

詔

日
、
古
者
諸
侯
朝
聰
、
所
以
敦
睦
親
親
協
和
万
国
也
。
先
帝

(文
帝
)
著
令
、
不
欲
使
諸
王
在
京
都
者
、
謂
幼
主
在
位
、
母
后
摂
政
、

防

微
以
漸
、
関
諸
盛
衰
也
。
朕
惟
不
見
諸
王
十
有
二
年
載
、
悠
悠
之
懐
、
能
不
興
思
。
其
令
諸
王
及
宗
室
公
侯
各
将
適
子

一
人
朝
。
後

有

少
主

・
母
后
在
宮
者
、
自
如
先
帝
令
、
申
明
著
干
令
。

と
あ
る
、
文
帝
が
否
定
し
た
は
ず
の

「母
后
摂
政
」
を
想
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
「少
主
」
が
宮
に
い
る
際
に
は
、
諸
王
が
洛
陽
に
滞
在
す

る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
す
る
、
況
や
至
親
諸
王
に
よ
る
輔
政
を
想
定
さ
え
も
し
て
い
な
い
、
か

つ
て
明
帝
自
ら
発
布
し
た
詔
と
真

っ
向
か
ら

矛
盾
す

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る

。
か
か
る
重
大
な
方
針
転
換
、
そ
し
て
出
自
に
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
の
多
い

「皇
太

子
」
斉
王
芳

の
策
立

を
正
当
化
す
る
た
め
に
も
、
明
帝
の
政
治
方
針

の
無
謬
性
を
証
明
す
る
絶
対
的
権
威
と
し
て

「玄
石
図
」
が
必
要
と
さ
れ
た

の
で
は
な
か
ろ

う
か
。



註
(
1
)

こ
の
立

場
を
と
る
代
表
的

な
研
究
と

し
て
、
葭
森
健
介

「魏
晋
革
命
前
夜

の
政
界
-
曹
爽
政
権

と
州
大
中
正

設
置
問
題
1

」

(『
史
学

雑
誌
』
九

五
-

一

一
九

八
六
年
)
、
佐
藤

達
郎

「曹
魏

文

・
明
帝

記

の
名
族
層

の
動
向
-
陳

草

・
司
馬
懿

を
中
心
に
ー
」

(『
東
洋
史

研
究
』
五

ニ
ー

一

一
九
九

三

な
る
。

「河
図
」
「洛
書
」
や
西
王
母
伝
説
を
踏
ま
え
て
作
為
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
曹
魏

・
西
晋

・
前
涼

・
北
魏

・
唐
の

「玄
石
図
」
類
は
、

多
分
に
問
題
の
存
す
る
後
嗣
人
事
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
「身
内
」
を
総
動
員
し
て

「出
現
」
さ
せ
た
符
瑞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と

り
わ
け
そ
の
最
初
で
あ
る
曹
魏

・
青
龍
三
年

(二
三
五
)
の

「玄
石
図
」
に
お
い
て
は
、
明
帝
を
虞
舜
の
再
来
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
政
策
の
全
面
的
な
無
謬
性
を
証
明
し
て
見
せ
る
と
共
に
、
か

つ
て
発
布
し
た
太
和
六
年

(二
三
二
)
二
月
詔
を
根
底
か
ら
転
換
し
て
、

改
め
て

「皇
太
子
」
斉
王
芳

の
後
見
を
視
座
に
入
れ
た
燕
王
宇
に
よ
る
至
親
輔
政
体
制

へ
の
指
向
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
明
帝

の
意
図
が

窺
わ
れ
る
。
ま
た
か
か
る

「玄
石
図
」
を
用
い
た
正
当
化
に
奔
走
す
る

「身
内
」
と
し
て
、
高
堂
隆
と
共
に
文
帝
以
来
、
曹
魏
帝
室

の
厚
い

信
任
を
獲
得
し
、
陳
草
ら
名
族
層
と
は
政
治
姿
勢
に
お
い
て

一
線
を
画
し
て
い
た
司
馬
懿

の
存
在
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
司
馬
懿

の

「台
頭
」
と
は
、
本
質
的
に
曹
魏
帝
室
と
の
抗
争
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
史
料
の
記
す
通
り
帝
室
と
の
強
固
な
私
的
結
び

つ
き
を
北且
泉
と
し
て
実
現
さ
れ
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
名
族
層

の
輿

論
を
背
景
と
し
て
帝
室
に
反
対
す
る

「司
馬
氏
派
」
な
る

「勢
力
」
を
形
成
し
て
い
た
と
は
、
俄
か
に
は
想
定
し
難
い
の
で
あ
る
。

か
か
る
結
論
に
達
す
る
時
、
帝
室
を
主
た
る
権
力
基
盤
と
し
て
い
た
司
馬
懿

と
、
彼
と
共
に
明
帝

の
顧
命
を
受
け
た
曹
爽
と
は
本
質
的
に

差
異
が
な
い
こ
と
と
な
り
(四
、
従

っ
て

「正
始
の
政
変
」

(二
四
九
年
)
の
意
味
や
、
そ
れ
を
後
漢
末
清
流
派
の
流
れ
を
汲
む
名
族
層

の
勝

利
と
捉
え
、
そ
こ
か
ら

「貴
族
制
」
の
成
立
を
導
く
論
説
も
、
今

一
度
根
本
か
ら
議
論
し
直
す
必
要
が
出
て
く
る
が
、
詳
述
す
る
暇
が
な
い
。

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。



年
)
な

ど
が
あ
る
。

そ
の
他
、

「司

馬
氏
派
」
を

「
後
漢

末
以
来

地
方

に
族
的
勢

力
を
も

つ
名

族
や
名
士
」

と
し

て
捉
え

る
伊
藤
敏
雄

「
正
始

の
政
変

を
め
ぐ

っ
て
1

曹
爽
政
権

の
人
的
構
成

を
中
心
に
ー

」

(野

口
鐵
郎
編

『
中
国
史
に
お
け
る
乱

の
構

図
ー

筑
波

大
学
創
立
十
周
年
記
念
東
洋
史

論
集
1

』

所

収

雄
山
閣

一
九

八
六
年
)
や
、
司
馬
懿

を

「名
士
」

層

の
中
心
と
位
置
づ
け

る
渡
邉

義
浩

「
三
国
時
代

に
お
け
る

「公
」
と

「
私
」
」

(
二
〇

〇

三
年
初

出
。

の
ち

同
氏

『
三
国
政
権

の
構
造

と

「名
士
」
』

所
収

汲
古
書
院

二
〇
〇
四
年
)
な
ど

が
あ

る
が
、

「司
馬
氏
派
」

と

「
曹
氏
派
」

に
よ

る
二
項

対
立
と

い
う
基
本
理
解

に
お

い
て
は

一
致
す
る
。

(
2
)

主

要
な
専

論
と
し

て
、
徐
徳
燐

『
三
国
史
講
話
』

(草
聯
出
版

社

一
九
五
五
年
)
第

五
章
、
陳
寅

恪

「書
世
説
新
語
文
学
類

鍾
会

撰
四
本
論
始
畢
条

後

」

(
一
九
五
六
年

初
出
。

の
ち

『
陳
寅

恪
文
集
之

二

・
金

明
館
叢
稿
初
編
』
所

収

上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八
〇
年
)
、

馬
植
傑

「
論
漢
末
魏
晋

之

際

世
族
地
主
勢

力
的
消
長
与
曹

魏
政
権
的

興
亡
」

(
『史

学
月
刊
』

一
九
六

五
年

五
期
)
、

同

「
論
司
馬
懿

殺

曹
爽
事
件

」

(『
蘭
州
大
学
学

報

〈社
会
科

学

版
〉
』

一
八
i

二

一
九

九
〇
年
)
、
劉
顕
叔

「
論
魏
末
政
争
中

的
党
派
分
際

」

(『
史
学
彙

刊
』
九

一
九
七
八
年
)
、
盧
建
栄

「魏
晋

之
際
的
変
法

派

及
其
敵
対
者

」

(『
食
貨

月
刊

〈復

刊
〉
』

一
〇
1

七

一
九

人
○
年
)
、
鄭

欣

・
楊
希
珍

「
論
司
馬
懿

」

(『
史
学
月
刊
』

一
九
八

一
年

六
期
)
、
李
志

民

・
柳
春
藩

「関

干
司
馬
懿

曹
爽

之
争

的
評
価
問
題

」
(『
史

学
集
刊
』

一
九

八
二
年

四
期
)
、

万
縄
楠

『
魏
晋
南

北
朝
史
論
稿
』

(安

徽
教
育
出
版
社

一
九
八
三
年
)
第

五
章

、
周

一
良

「曹

氏
司
馬
氏
之

闘
争

」

(同
氏

『
魏
晋
南
北

朝
史

札
記
』
所
収

中
華
書
局

}
九

八
五
年

)
、
楊
耀
坤

「有
関

司

馬
酪

政
変
的
幾
個

問
題
」

(『
四

川
大
学
学
報

〈哲
学
社
会

科
学
版
〉
』

一
九

八
五
年
三
期
)
、
王
暁
毅

「
正
始
改
制
与
高
平
陵
政
変

」

(『
中
国
史
研
究
』

一
九
九
〇
年

四
期

)
、
同

「
司
馬
懿
与

曹
魏
政
権
」

(『
文
史

哲
』

一
九
九
八
年

六
期
)
、
封
海
清

「曹
魏
与

世
族
関
係
考
察
」

(『
昆
明
師
専
学
報

〈哲
学

社
会

科
学
版
〉
』

一
九
九

一
年

二
期

)
、
同

「曹

馬
之
争

辮
析
-

陳
寅
恪
先
生
説
献
疑

」

(『
雲
南

教
育

学
院
学
報
』

一
九
九
七
年

一
期
)
、
郭
熹

微

「論

魏

晋
禅
代
」

(『
新

史
学
』

八
-

四

一
九
九
七

年
)
な
ど
が
あ
り
、
両
党

派
に
対
す
る
評
価
を
異

に
す
る
も

の
の
、

い
ず

れ
も
二
項
対
立
的
な
構
図

で

曹

魏
政
治
史

の
展
開
を
捉
え

る
点

で
は
変
わ

り
な

い
。

(3
)

と

り
わ
け
司
馬
蟄
が
当

初
曹
操

へ
の
出
仕

に
消
極
的

だ

っ
た
と
す

る
説
話
が
、
後

の
曹
魏

帝
室
か
ら

の
離

反
を
暗
示
す

る
か
の
よ
う
に
冒
頭

に
置

か

れ
て

い
る
。

し
か
し
、
か

か
る
説

話
そ

の
も

の
が
後

世

の
史
料
操
作

で
あ

る
こ
と
が
、
『
魏
略
』
侠

文
か
ら
窺
わ
れ

る
。
拙
稿

「
『
魏
略
』

の
基
礎
的

研

究

」

(『
史
朋
』

三

一

一
九
九
八
年
)
を
参
照
。



(
4
)

註

(
1
)
佐
藤

氏
論

文
及
び
渡
邉
氏
論
文
を
参
照
。

(
5
)

「張
抜
郡
玄

石
図
」

の
名
称
は
、

こ
の
符
瑞

の
出

現
が

「
張
液
郡
玄
川
溢
涌
、
激
波
奮
蕩

、
宝
石
負
図
」

(『
一二
国
志

』
巻

一

一
・
管
寧
伝
附
張
嬉
伝

)

と
記
さ
れ

る
こ
と

に
由

来
す
る
と
思
わ
れ

る
が
、

こ

の
副
本
を
著
録
し
た

『
隋
書
』
巻

三
四

・
経
籍
志
三

・
五
行
類

に
、

張
抜
郡
玄

石
図

一
巻

(高
堂
隆
撰
)

張
摘
郡
玄

石
図

一
巻

(孟
衆

撰
。
梁
有
晋
玄

石
図

↓
巻

、
晋
徳
易
天
図

二
巻
、
亡

)

と
あ
る

の
に
拠

っ
た
。
ま
た
右

の
張
錆
伝

の
後
段

で

「
玄
石
図
」
を
絶
賛

し
て

い
る
人
物
と

し
て
高

堂
隆
が
記
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
前
者
が
曹
魏

の
も

の
で
あ
り
、
『
晋

玄
石
図
』
『
晋
徳

易
天
図
』
と

い
う
名
称
で

の
流
伝

が
註
記
さ
れ
る

「孟
衆
撰

」

の
後
者
は
、
西
晋

の

「
玄
石
図
」
を
指
す
と

見
ら
れ

る
。
お

そ
ら
く
清

・
文
廷

式

『
補
晋
書

芸
文
志
』

(
『
二
十

五
史
補

編
』
第

三
冊
所
収

中
華

書
局

一
九
五
五
年
)
巻

五

・
「孟
衆

張
抜
郡
玄

石
図

一

巻

」
条
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
『
北
堂
書
鋤
』
巻

五
七

・
著
作
佐
郎
篇
註
引

『
石
瑞

記
』

に
、

太
安
元
年

(
三
〇

二
)
、
前
著
作
郎
丘
衆
表
称
、

世
祖
武
皇
帝
擢
臣
負
薪
之
中
、
授

承
著

作
佐
郎
、
典
治

天
下
文
義
数
術

、
乃
撰
諸
志
也
。

と
見
え

る
、

「
石
瑞
」

と

の
関
連
が

示
唆

さ
れ

る

「
丘
衆
」
と

「
孟
衆
」
と

は
同

↓
人
物

と
思
わ
れ

る
。
な

お
、
出
現
時

期
は
、
斐
松

之
が
青
龍

三
年

十

一
月
条
に
関
係
史
料
を

註
引
す
る

こ
と
か
ら
、

同
年
末

に
比
定
し
た
。

(
6
)

「
玄
石
図
」
に
言
及

し
た
殆

ど
唯

一
の
研
究

に
註

(
1
)
渡
邉

氏
論
文
が
挙
げ
ら
れ

る
が

、
「
玄
石
図
」
に
関
す

る

『
魏

氏
春

秋
』

の
記
事
を
、

「朝
廷

之
望
」

(『
三
国
志

』
巻

二
二

・
陳

矯
伝
註
引
西
晋

・
郭
頒

『
〔魏
晋
〕
世
語
』
)

を
担

う
司
馬
懿

に
対
し
て
、
天
が
曹
魏
を

見
放

し
た
も

の
と
解
釈

し
て

い
る
。
だ
が
、
本

文
後
述

の
よ
う

に
、

こ
の
史
料

は
西
晋

に
報
告
さ
れ
た

「玄

石
図
」
を
遡

っ
て
意
味

づ
け
て

い
る

の
で
あ

り
、

ま
た

『
三
国
志
』
巻

一
一
・
管
寧
伝
附

張
蕗

伝
に
は

「実
有

魏
之
禎
命
、
東
序

之
世
宝
」
と
当
時

に
お

い
て
評
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
渡
邉

氏

の
理
解
に
は
従

い
難

い
。

明
帝
期

の
政
治
全

般
を
扱

っ
た
専

論
に
、
福
原
啓
郎

「
三
国
魏

の
明
帝
i
奢
靡

の
皇
帝

の
実
像
1
」

(
『
古
代
文
化
』

五
二

八

二
〇
〇
〇
年
)

が

あ
る
。

符
瑞

の
政

治
利
用

の
最

た
る
も

の
と
し

て
は
、
王
莽

に
よ

る
王
朝
交
替

の
正
当
化
が
挙
げ

ら
れ
る
。
符
瑞

と
そ

の
背
景

に
あ
る
識
緯
思
想

に
関
し

て

は
、

安
居
香
山

『
緯
書

』

(明
徳
出
版
社

・
中
国
古
典
新
書

一
九
六
九
年
)
、

同

「
祥
瑞
思
想

の
展
開
と
宋
書

符
瑞
志
」

(『
大

正
大
学
大

学
院
研
究
論



集
』
九

　
九
八
五
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
7
)

『
通
典
』
巻

五
五

・
吉

礼

一
四

・
告
礼

に
は
、

魏
尚
書
醇
悌
奏
、
涼
州
刺
史

(徐
遡

〈『
一二
国
志
』
巻

二
七
〉
)
所
上
霊
命
瑞

図
、
当

下
洛
陽
留
台
、
使
太
尉

(
「使
兼
太
尉
」
か
)
酷
告
太
祖

(曹

操
)
・
文
思
皇
后

(
文
昭
頸
后
)
廟
。

と
あ
る
。
こ
れ

は
太

和
六
年

(
二
三
二
)
記
事

の
前

に
置

か
れ
る
が
、
「霊
命
瑞

図
」
と
見
え

る
符
瑞
が

「玄
石
図
」
以
前

に
は
見
出
せ
な

い
こ
と

、
「玄

石
図
」
が
報
告

さ
れ
た
青
龍
三
年

(
二
三

五
)
末
頃

の
前

後
で
あ
る
同
年
十

一
月

よ
り
翌
年

十
月
ま

で
明
帝

は
許
昌

に
行
幸

し
て
お
り
、

「洛
陽
留
台
」

が
置
か
れ
た
時
期
と

一
致
す

る
こ
と
か
ら
、

「霊
命
瑞
図

」
が
青
龍

三
年

の

「玄

石
図
」
で
あ
る

こ
と

は
疑

い
な

い
。

ま
た

『
文
選
』
巻

六

・
左
思

「魏

都

賦
」
及
び
李
善
註

に
は
、

山
図
其

石
、
川
形
其
宝

(瑞

石
霊
図
、
出
於
張
液

之
柳

谷
、
始
見
於
建
安
、
形
成
於
黄
初
、
文
備

於
太

和
。
周
囲
七
尋
、
中
高

一
初
、
労
厚

一
里
。

蒼
質
素
章
、
龍

馬

・
鳳
鳳

・
仙
人

之
象

、
藥

然
著
盛
。
是
以
有
魏
詩
雲
鳥

之
書

)
。

と
あ
り
、

「
瑞
石
霊
図

」
と
も
呼
ば

れ
て

い
た

こ
と
が
分

か
る
。

『
宋
書
』
巻

三

一
・
五
行

志
二

・
金

不
従
革
条

(『
晋
書
』
巻

二
七

・
五
行
志

上
も
ほ

ぼ

同
じ
)

に
は

「玄

石
図
」
を
指
し

て

「魏
世
張
抜

石
瑞
」
と
見
え
る
。
そ

の
他
、

諸
史

料
に
は

「宝

石
負
図
」
と

表
現
さ
れ
て

い
る
。

(
8
)

李
申

「『
河

図
』
『
洛

書
』
的
神
学
性
質

」

(同
氏

『
儒
学
与
儒
教
』
所
収

四
川
大
学
出
版
社

二
〇
〇
五
年
)

は
、
曹
魏
と
北
魏

の

「玄

石
図
」
に

関
す

る
言
及
に
止
ま

る
が
、

こ
れ
が

「河

図
」
な

い
し
そ

の

一
類

で
あ
る

こ
と
を
指
摘

し
て

い
る
。
た
だ
、
平
秀
道

「魏

書
霊
徴
志

に

つ
い
て
」

(『
龍

谷
大
学
論
集

』
四

=
二

一
九
七
八
年
)

が
既
に
指
摘

し
、
ま

た
本
文
で
も
後
述
す

る
よ
う
に

「河
図
」
と

「洛
書

」
は
非
常
に
よ
く
似

た
符
瑞
で
あ

る
か
ら

、
渾
然

↓
体

と
な

っ
て
模

倣
さ
れ

て

い
る
と
考
え

た
方

が
良

か
ろ
う
。

「玄

石
図
」

の
符
瑞

と
し

て
の
特

異
性
に

つ
い
て
は
、
唐

・
劉
廣

『
稽

瑞
』
末
尾

の
瑞
祥

総
論
で
既
に

「瑞
応
者
、

冨
　
、
庶
　
。
魏

・
晋
之
祉
、
実
繁

其
徒
、
其
所
異
者
、
玄

石
図
而
已
」
と
評
さ
れ

て
い
る
。

(
9
)

こ

の
他
に
、
『
宋

書
』
巻

二
七

・
符
瑞
志
上

、
『
稽
瑞
』
末

尾

の
瑞
祥
総
論

に
も
詳

し

い
記
述
が
あ

る
が
、
概
ね
本
文

で
挙
げ

た
諸
史
料

の
内

容
を
合

成

し
た

も

の
に
過
ぎ

な

い
。
な

お
、
『
魏
氏
春

秋
』

の
記
す

「玄
石
図
」

の
形
容

に

「
麟
麟
在
東
、

鳳
鳥
在
南
、

白
虎
在
西
、
犠

牛
在
北
、

馬
自

中
布

列
四

面
」
と

い
う

一
節
が

見
え
る

こ
と

か
ら
、

後
に

「牛
継

馬
後
」
説
な
る

「玄

石
図
」
解

釈
が
現
れ

る
こ
と
と
な

る
。

こ
こ
で
は
直
接
行

論
と
は
関



係
し
な

い
の
で
、
改

め
て
別
稿
で
扱
う

こ
と
と

し
た

い
。

(
10
)

西
北
師
範

大
学
古
籍
整

理
研
究
所
編

『
甘
粛
古
　
名
勝

辞
典
』

(甘
粛

教
育

出
版
社

一
九
九
二
年
)

の

「
民
楽

六
景
」
項

(
三
〇
三
頁
)

は
、

「
玄

石
図
」

の
存
在
し
た
場
所
を

民
楽

県
南

古
郷
柳
谷
村

に
比
定

し
て

い
る
。

(
11
)

『
晋
書
』
巻

一
二
二

・
呂
光
載
記

に
は

「
〔沮
渠
〕
羅

仇
弟
子
蒙

遜
叛

光
、
殺
中

田
護

軍
馬
逡

、
攻
陥
臨
松

郡
、
屯
兵
金
山
」

と

い
う
記
述
が

見
え
、

臨

松
山
麓

に
置

か
れ
て

い
た
と
思

わ
れ
る
郡
治
と
金

山
が
位
置
的

に
近
接

し
て

い
た

こ
と
が
窺

わ
れ
る
。

ま
た
諸
説
紛

々
す

る
五
涼
期

の

「金

山
」

に

関
し
て
、
前

田
正
名

「五
涼
時
代

に
お
け
る
河
西

の
泉

地
に

つ
い
て
」

(『
中
嶋

敏
先
生
古
稀
記
念
論

集
』

上

汲
古
書
院

一
九
八
〇
年
)

は
洪
水

河

上

流
域

に
比
定

お
り
、
本

稿
も

こ
れ

に
従
う
。
な

お
、

「晋
書
、

刷
丹
金
山
」

の
出
所

は
不
詳
。
或

い
は

『
魏
氏
春
秋
』

の

「冊
丹

県
金

山
」
を
誤

っ

た
も

の
か
。
嘉
慶
重
修

『
大
清

一
統
志
』
巻

二
六

六

・
甘
州
府

金
山
条
註
引

『
甘
鎮
志
』

に
も
、

柳
谷
、
在
甘
州
東
南

一
百
里
、
与
山
丹
衛
接
界
、

即
金

山
也
。

と

あ
る
。

(
12
)

西
郡

の
設
置
に

つ
い
て
、
『
晋
書
』
巻

一
四

・
地

理
志

上

・
西
郡
条

に
は

「
漢
置
」
と
あ

る
が
、
清

・
銭
大
折

『
十
駕
斎
養
新
録
』
巻

六

・
「
西
郡
非

漢

置
」
が
論

じ
る
よ
う

に
、
漢
代

で
の
設
置

は
確

認
さ
れ
な

い
も

の
の
、

「曹
真

残
碑
」

を
目
に

し
て
い
な

い
銭
氏

の

「
魏
増
置
亦
無

之
」
と

い
う
解

釈

は
成
り
立
た
な

い
。
拙
稿

「
「曹
真
残
碑
」
考
釈

」

(『
国
士
館
大
学
東
洋
史
学
』
創
刊

号

二
〇
〇
六
年
)
を
参
照
。

(13
)

『
晋
書
』
地
理
志
上

・
張
摘

郡
条
に
は
、
氏
池
県

が
記
さ
れ
て

い
な

い
が
、
清

・
方
榿

『
新

校
晋
書
地
理
志
』

(『
二
十
五
史
補

編
』
第
三
冊
所
収
)
涼

州

張
抜
郡
条
が
指

摘
す
る
よ
う

に
、
『
晋
書
』
巻

九

一
・
崔

遊
伝

に
は

「魏

末
、
察
孝
廉
、
除
相

〔
国
〕

(司
馬
昭
を
指
す
)
府
舎

人
、
出
為
氏
池
長

、

甚

有
恵
政
」

と
あ

る
よ
う

に
、
魏

晋
交
替
期

に
も
存
在

が
確
認
さ
れ

る
の
で
、
そ

の
後
ま
も
な

い
泰

始
三
年
時
点

に
お
い
て
も
設
置
さ
れ

て
い
た
と
し

て
良
か
ろ
う
。

(14
)

『
世
説
新
語
』
巻
中

・
方

正
篇
第

六
話

の
劉
孝
標

の
按

語
に
は

「郭
頒
、
西
晋
人
」
と

あ
る
。

(
15
)

陳
寿

は

こ
の
後

に
、
任
令

の
干
緯

が
張
嬉
に
改

め
て

「
玄

石
図
」
出

現

の
意
味
を
問

い
、
張
嬉
が

「此

石
、

当
今
之
変
異
而

将
来

禎
瑞
也
」
と
密

か

に
答
え
た
と
す

る
説
話
を
載
せ

て

い
る
が
、

こ
こ
に
も
西
晋
泰
始
三
年

の

「
玄
石
図
」

の
意
味

づ
け
を
遡
ら
せ
よ
う
と
す

る
意

図
が
認
め
ら
れ

る
。

少



な
く
と
も

『
宋
書
』
巻

二
二

・
楽
志
四

・
晋
鼓
吹
歌
曲

二
十
二
篇
所
収

の
泰
始

五
年

(
二
六
九
)
頃
に
製

作
さ
れ
た
と
見
ら
れ

る
傅

玄

「霊

之
祥

」
(
司

馬
諮

の
功
績

を
称
え
た
歌
曲
)

に
は
、

「
霊
之
祥
、

石
瑞

章
。
施
金
徳

、
出
西
方
。

天
命
降
、

授
宣
皇
」
と

あ
り
、
早

く
も
司
馬
諮

に
下
さ
れ
た
符
瑞

で
あ

っ
た
と

い
う
後
付

の
評
価
が
窺
わ

れ
る
。
陳
寿
並
び

に
そ

の

『
魏
志
』
撰
述

に
関
し

て
は
、
拙
稿

「陳

寿
伝

の
研
究
」

(『
北
大

史
学
』
四

一

二

〇

〇

}
年

)
及
び

「『
魏
志
』

の
帝
室
衰

亡
叙
述
に
見
え

る
陳
寿

の
政
治
意
識
」

(『
東
洋
学
報
』

八
四
-

四

二
〇
〇

三
年
)

を
参
照
。

な

お
、
陳

垣

『
二
十
史
朔
閏
表
』

(中
華
書
局

一
九

六
二
年

)
に
よ
れ
ば
、
青
龍

四
年

に
お
け
る
辛
亥
日
は
、
閏

正
月
七
日
、
三
月
八
日
、

五
月
九

日
、

七
月
十

日
、

九
月
十

一
日
、
十

一
月
十

二
日
に
当

た
る
。

「玄

石
図
」
が
前

年
末
に

は
報

告
さ
れ

て
い
る
と
考
え

ら
れ
る

こ
と

か
ら
、
お
そ
ら

く

こ
の
詔
は
閏
正
月
七

日
に
出
さ

れ
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。

(
16
)

そ
の
他

、
『
稽
瑞
』
末
尾

に
註
引

さ
れ
る
東
晋

・
王
隠

『
晋
書

』
瑞
異
記
に
は

「広

一
丈

六
尺
、
長
七
尺

一
寸
、
周

囲
三
丈

八
寸
、
西
南

角
高

四
尺
、

西

面
高

七
尺
、
西
北
角
皆
高

四
尺
、
東
際
与
地
平
」
と
も

見
え

る
。

(
17
)

斐
松

之

の
引
用
す
る

『
書
経
』

註
は
、
『
尚
書
正
義
』
『
玉
函
山
房
輯
侠
書
』
『
漢
魏
遺
書

紗
』

に
引
か
れ
る
古
註

に
は
見
え
な

い
。

(
18
)

「天
府
」

と
は
、
『
周
礼
』

春
官
天
府

に

「掌
祖
廟

之
守

蔵
与
其
禁
令
。

凡
国
之
玉
鎮

・
大

宝
器
蔵
焉
」
と

見
え
る
官
か
ら
転

じ
て
、
宗
廟
を
指

し
て

呼
称

し
た
も

の
と
考
え
ら
れ

る
。

(
19
)

『
晋
書
』
張

軌
伝

で
は
、
建

興
二
年

(
三
一
四
)

の
西
平
郡
公

へ
の
進

封
が
記
さ
れ
た
後

に
、

「玄

石
図
」

の
記
事
が
置

か
れ

て

い
る
が
、
そ

の
原
史

料

に
当
た
る

『
十
六
国
春
秋
』

の
繋

年

に
従
う
。

(
20
)

本
稿
引
用

の
緯
書

に
関

し
て
は
、
主

と
し

て
安
居
香

山

・
中
村
璋

八
編

『
重
修
緯
書
集
成

』
全
八
冊

(明
徳

出
版
社

一
九

七

一
～
九

一
年
。

の
ち

全

三
冊
に
改
変

し
、
新

た
な
校
勘

や
附
録
編
を
加
え

、
『
緯
書
集
成
』
と
改

題
し
た
版
が
、

一
九
九

四
年
に
河
北
人
民
出
版
社

か
ら
刊
行
)
、
歴
代

の
各

種
緯

書
輯

本
を
影
印

し
た

『
緯

書
集
成
』
全

二
冊

(上
海

古
籍
出
版
社

一
九
九

四
年
)

に
依
拠
し
た
。

(
21
)

註

(
11
)
前

田
氏
論
文

を
参

照
。

(
22
)

第

二
次
卑

和

・
烏
暗
両
虜

征
伐

に
見
え

る

「海
」

に
関
し

て
は
、
次

の
よ
う
な
諸
説

が
存
在

す
る
。
註

(
11
)
前

田
氏
論
文

は

「
金
山
」
を

ア
ル
タ

イ
山
と
す

る
説
に
対

し
て
、
奪

取
を

め
ぐ
り
攻
防

が
繰
り
返
さ

れ
る
北
涼
本
拠

・
姑
戚
を
遠

く
離
れ

て
行

く
と
は
到
底
考

え
ら
れ
な

い
と
し

て
、

「塩



池
」
を

「居
延
海
西
方

」
と
解

す

こ
と

か
ら
、

「海
」
を
居
延
海

と
見
な
す
よ
う

で
あ

り
、
洪
涛

『
五
涼
史
略
』

(中
国
社
会
科
学
出
版
社

一
九
九

二

年
)

は

「
海
」
を
青
海
湖

、

「塩
池
」
を

そ
の
東

の
茶
辛
塩
池

に
比
定

し
、
位
置
関
係
を
考
慮

す
れ
ば
無
理
が
あ

ろ
う
が
趙
向
群

『
五
涼
史
探

』

(
一
九

九
六
年

初
出
。

の
ち

増
補

版

甘
粛
人
民
出
版

社

二
〇

〇
五
年
)

は

「
海
」
を
青
海

湖
、

「塩
池

」
を
酒
泉

の
東
に
比
定

し
て

い
る
。

し
か
し
な
が

ら
、
沮

渠
蒙

遜
と
長
ら

く
敵

対
関
係

に
あ

っ
た
西
秦

と
は
前
年

(四

↓
六
)
に
和
親
関
係

を
結

ん
だ
ば

か
り

で
あ

り
、

こ
の
時
期

に
西
秦

の
勢

力
圏
に

当
た

る
青
海

湖
地
域

に
遠

征
す

る

こ
と

は
些

か
想
定
し

に
く

い
。

ま
た
敵
対
関
係

に
あ

る
西
涼

の
酒
泉
を
横

目
に
し
な
が
ら
、
前

田
氏
も
言

う
よ
う
に

姑
減
を
遠

く
離
れ
た
、
さ

し
て
必
然
性
が
あ

る
と
は
思
わ
れ
な

い
居

延
海
ま

で
遠
征

し
た

と
も
考
え
難

い
。
更

に
卑

和
虜

は
胡
三
省
註
が
指
摘

す
る
漢

代
に
青
海
湖

に
付
近

に
い
た
卑

和
莞
と
見

て
大

過
な
か
ろ
う
が
、
胡

三
省
も
北
涼
当
時

の
居
住
地
を
明
言
し

て
い
な

い
よ
う
に
、

一
概

に
漢
代

と
同
じ

原
住
地

に

い
た
と
は
言

い
難

く
、

こ
の
時
期

に
河
西
回
廊
に

は
鮮
卑

な
ど
様

々
な
部
族
が
流

入
し
て

い
る

こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
卑
和
虜
な

る
名
称
か

ら
直
ち

に
沮

渠
蒙

遜

の
青
海
湖
方

面

へ
の
遠
征

を
証
す
る
積
極
的
な

論
拠
と
は
な

し
得
な

い
。

よ

っ
て
、
以
上

の
北

涼

の
対
外
関
係
や
民
族
移

動
を
め

ぐ
る
事
情

を
勘
案
す

れ
ば
、

「塩
池

」
や

「金

山
」
に
も
近

い

「
海
」
と

は
、
前

田
氏

も
存

在
を
指
摘

す
る
当
時
、

山
丹
河
上
流
域

に
あ

っ
た

と
湖

を

想
定
す

る

の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
な

お
、
趙

以
武

『
五
涼
文
化

述
論
』

(
甘
粛

人
民
出
版

社
)

一
〇
九

頁
は

「西

王
母
寺
」
を
金

山

(山
丹
県
南

)
以

西

の

「酒
泉
南

山
」

(祁
連
山
)

に
比
定

し
て
い
る
。

(
23
)

「西
王
母
寺
」

に
象
徴

さ
れ
る
河
西
地
域

の
西
王
母
信

仰
に
関
し

て
は
、
宮
川
尚
志

「唐

以
前

の
河
西

に
お
け

る
宗

教

・
思
想
的
状
況
」

(『
講
座
敦
煌

〈四
〉
・
敦
煌
と
中

国
道

教
』
所
収

大
東
出
版
社

一
九
八
三
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
24
)

北
魏

の

「玄

石
図
」

に
関
し
て
は
、
註

(
8
)
李

氏
論
文
及
び
平
氏
論
文
を
参
照
。

(
25
)

な

お
、
註

(
9
)

で
触

れ
た

「玄

石
図
」
解
釈

か
ら
派
生

し
た

「牛

継
馬
後
」
説

の

「
牛
」
を
、
奇

し
く
も
常
山
王
素

の
子
孫

で
あ
る
唐

・
元
行

沖

は
什
翼
健
を
指
す

と
し
て

い
る
。
吉
川
忠
夫

「
元
行
沖

と
そ

の

「釈
疑
」
を

め
ぐ

っ
て
」

(『
東
洋
史
研
究
』

四
七
ー

三

一
九
八
八
年
)
を
参
照
。

(
26
)

崔
浩

・
冠
謙
之

及
び
皇

太
子
晃
を
め
ぐ
る
太
武
帝
期

の
政
治
史
に
関

し
て
は
、
陳
寅
恪

「崔

浩
与
冠
謙
之
」

(
一
九

五
〇
年
初
出
。

の
ち
前
掲

同
氏

文

集

所
収
)
、
途

耀
東

「崔
浩
世
族
政

治
理
想
」
(
同
氏

『
従
平
城
到
洛
陽
ー
拓
跋

魏
文
化
転
変
的
歴
程
1
』
所
収

聯
経
出
版
事
業

公
司

一
九
七
九
年
)
、

川
本
芳
昭

「
景
穆
太

子
と
崔
浩
ー
北
魏

太
武
帝

に
よ
る
廃
仏
前
後

の
政
局
を

め
ぐ

っ
て
ー
」

(
一
九
九

六
年

初
出
。

の
ち
同
氏

『
魏

晋
南

北
朝
時
代

の



民
族

問
題
』
所
収

汲
古
書
院

一
九
九
八
年
)
、
同

『
中

国

の
歴
史

(
05
)
・
中
華

の
崩

壊
と
拡
大
ー

魏
晋
南
北
朝
!

』

(講
談
社

二
〇
〇

五
年
)

第
三
章
な
ど
を
参
照
。

(
27
)

か
か
る
考

察
に
大
過
な

け
れ
ば
、

註

(
26
)
川
本
氏
論

文
及
び
著
書

が
想

定
す
る
、
太

武
帝

・
崔
浩

・
冠
謙

之
と
皇
太

子
晃

と
の
対
立

の
構
図

は
、

少
な
く
と
も
皇
太

子
晃

の
監
国
が
始

め
ら
れ
た
太
平
真

君
五
年

の
段
階

で
は
、

ま
だ
表
面
化

し
て
お
ら
ず
、
崔
浩
も

そ
の
補
佐

役

へ
の
任
命

に
象
徴

さ

れ
る
よ
う

に
、
積

極
的
に
皇
太

子
晃
を
擁
護
す

る
姿
勢

を
示
し

て
い
た

こ
と
と
な
ろ
う
。
ま
た
春
本

秀
雄

「北
魏
太
武
帝

の
廃

仏
と
図
識
禁
絶

に

つ
い

て

の

一
試
論
」
(『
緯
学
研
究

論
叢
-

安
居
香
山
博
士
追
悼

』
所
収

平
河
出
版
社

一
九
九

三
年

)
が
、
太
武
帝

・
崔
浩

・
冠
謙
之
が
識
緯
思
想

(
図

識
)
に
対

し
て
否
定
的
な
立
場

に
あ

っ
た
と
す

る
議

論
も
、
識
緯
思
想

の
産
物

に
他
な
ら
な

い

「玄

石
図
」
が
実
際

に
政
治
利

用
さ
れ

て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
更

に
検
討
す

る
余
地
が
あ

ろ
う
。
な

お
、

北
魏

の
皇
帝

は
概
し

て
幼

少
で
即
位

し
て

い
る
。
清

・
趙
翼

『
廿

二
史

割
記
』
巻

一
五

・
「魏
諸

帝
多

幼
年
即
位
」
条
を
参
照
。

(28
)

皇
太

子
衷

の
策
立
を

め
ぐ
る
問
題

に

つ
い
て
は
、
福

原
啓
郎

『
西
晋

の
武
帝

・
司
馬
炎
』

(白
帝

社

・
中
国
歴
史

人
物
選

一
九
九

五
年
)
、
安

田
二

郎

「西
晋
朝

初
期
政
治
史

試
論
」

(
一
九
九

五
年
初

出
。

の
ち

同
氏

『
六
朝
政
治

史

の
研
究
』

所
収

京
都
大

学
学
術

出
版

会

二
〇

〇
三
年
)
な

ど

を
参
照
。

(29
)

中
華
書
局
標
点
本

『
後
漢
書

』
第

一
冊

=
二
一
頁

は
、
「
図
出
代
」

の

「代
」

に
傍
線
を

引
き
、
代

(今

の
山
西
省
北
部
)
と

い
う
出
現
地
と
し

て
理

解

し
、

そ
れ
を
承
け

て
渡
邉

義
浩
他

編

『
全
訳
後
漢

書

・
本
紀

(
一
)
』

(汲
古

書
院

二
〇
〇

一
年
)

も

「
図
は
代

よ
り
出
で
」

(
二
九

五
頁
上
段
)

と
書
き
下

し
、

「
図
は
代
よ

り
出

現
し
」

(
二
九

九
頁
上
段
)
と
訳
す
が
、

言
う
ま
で
も
な
く
黄
河

か
ら
離

れ
た
代

の
地

か
ら

「
河
図
」
が
出
る

こ
と

は

論
理
的

に
あ

り
得

な

い
。

こ
れ

は
唐

・
李
賢
註
が
太

宗

の
誰
字

「世
」
を
避

け
て

「代
」

に
改

め
た

も

の
で
あ
り
、
文
は

「図

は
世
に
出
で
」
と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
な

お
、

こ
こ
で

の

『
河
図
』

の

「十
代

(十
世
)
」
は
漢
王
朝

の
十
代

目

・
明
帝
と
し

て
捉
え
ら
れ

て
い
る
。

(30
)

或

い
は
他
に
、
帝
室

の
繁
栄

を
込
め
た

「宮
抜
を
張

る
」
と

い
う
解
釈
が
成
り
立

つ
の
か
も
し
れ
な

い
。

(31
)

『
旧
唐
書

』
五
行
志

の
文
は
、
関
連
す

る

『
新
唐
書
』
巻

三
五

・
五
行
志

二

・
金
不
従
革
、
『
冊
府
元
亀
』
巻

三
三

・
帝
王
部

二

・
崇
祭

祀
二

・
唐
貞

観

一
七
年
条

、
『
全
唐

文
』

巻

一
五
五

・
上
官
儀

「
為
朝
臣
賀
涼

州
瑞
石
表
」

を
参
考

に
し
て

一
部
改
め
た
箇

所
が
あ

る
。

皇
帝
祭

祀
と

い
う
視
座

か



ら

こ
の
符
瑞
に
言

及
し
た
も

の
に
、

金
子
修

一

「唐

代
に

お
け

る
郊
祀

・
宗
廟

の
運
用

」

(同
氏

『
中

国
古
代
皇
帝

祭
祀

の
研
究
』

所
収

岩
波
書

店

二
〇
〇
六
年
)
が
あ

る
。
な

お
、
模
倣

「玄

石
図

」
を
報
告
し
た

の
は
、
宗
室
待

遇
を
受
け

て
い
た
涼
州
都
督

の
李
襲

誉
で
あ
る
。

(
32
)

註

(
10
)
『
甘
粛
古
　

名
勝
辞
典
』

の

「甘
酒

石
」
項

(二
七

二
頁
)
を
参
照
。

(
33
)

註

(
31
)
金
子
氏
論

文
を
参
照
。

(
34
)

青
龍
三
年
八
月

の
丁
巳
は

一

一
日
に
当
た

る
。

お
そ
ら
く
庚

午

(
二
四

日
)

と
転
倒

し
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。

(
35
)

斉
王
紀

に
註
引
さ

れ
る

『
魏
氏
春
秋
』

に
は

「或

云
任
城
王
楷
子
」
と
記
さ

れ
る
が
、
審
ら
か

で
は
な

い
。

(
36
)

『
三
国
志
』
明
帝
紀
冒

頭
註
引

『
魏
略
』
及

び
巻

二
〇

・
元
城
哀
王
礼
伝
を
参
照
。

(
37
)

秦
王
国

の
属
僚
と

し
て
は
、

「曹
真
残
碑
」

碑
陰

下
段
6
行
目
に

「秦
国
長
史
」

が
確
認
さ
れ
る
。
註

(
12
)
拙
稿

を
参
照
。

(
38
)

以
上

の
緯
書
侠
文
と
内

容
に
出
入
り
す

る
も
の
に

つ
い
て
は
、
註

(
20
)
安

居

・
中
村

両
氏
編
前
掲
書

及
び
上
海

古
籍
出
版
社
影
印
本
を
参
照
。

(
39
)

『
通
典
』
巻

四
九

・
袷

諦
上
を
参
照
。

こ
こ
で
は
武
宣
t

后

の
没
後

に
お
け

る
、

五
年
に

一
回

の
諦
祭

の
実
施
時

期
が
問
題
に
さ
れ

て
い
る
に
過
ぎ

な

い
の
で
、
諦

祭

の
み
な
ら
ず

対
に
な
る
袷
祭
も
、

少
な
く
と
も

明
帝

期
以
後

の
実
施
自
体

は
予
定
さ
れ

て
い
た
と

し
て
大

過
な
か
ろ
う
。
な

お
、
袷
楴

に

つ
い
て
は
、
藤

田
忠

「締
祭

・
袷
祭

の
成
立

に

つ
い
て
」
(『
中
国
史
研
究
』
八

一
九

八
四
年
)
、
同

「『
春

秋
』
に
於
け

る
諦
祭

・
袷
祭
ー

「左
伝

」

の
解
釈
を
中
心
と

し
て
ー

」

(国
士
舘
大
学

文
学
部

『
人
文
学
会
紀
要
』

一
九

一
九
八
七
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
40
)

『
三
国
志
』
巻

五

・
后
妃

・
文
昭
頸
皇
后
伝

及
び

『
通
典
』
巻
五
五

・
告
礼

の
曹
魏

明
帝

太
和
六
年
記
事
な
ど

を
参

照
。
こ
の
問
題

の

一
端

は
、
註

(
12
)

拙
稿

で
も
論

じ
た
。

(
41
)

特
に
太
和

四
年
、
太

和
六
年
、
青
龍

元
年

に
お
け
る
三
回

の

「巡
狩
」
を
指
す

と
見
ら
れ
る
が
、
『
晋
書
』
巻

二

一
・
礼
志
下

で
は

「明
帝

凡
三
束

巡

狩
、
所
過
存
問
高

年
、

憧
疾

苦
、
或
賜
穀
畠
、
有

古
巡
幸
之
風
焉
」
と
称
さ

れ
る
。

(
42
)

多

田
猫
介

「劉
勘

と
そ

の
考

課
法

に

つ
い
て
」

(
一
九
八
〇
年
初
出
。
の
ち
同
氏

『
漢
魏

晋
史

の
研
究
』
所
収

汲
古
書
院

一
九
九
九
年

)
は
、

「景

初
中
、
受

詔
作
都
官
考

課
」

(『
三
国
志
』
巻

二

一
・
劉
勘

伝
)
と
あ

る
年

代
を
特
定
す

る
論
拠
と

し
て
、
『
三

国
志
』
巻

二
二

・
盧
統
伝

に
は
青

龍
二

年

(
二
三
四
)

に
侍

中
と
な

っ
て
、
在
職
三
年
後

(
二
三

六
頃
)
に
吏
部
尚

書
と
な

り
、

こ
の
時
期

に
中
書
郎
選
任

問
題
が
起

こ
り
、

「考

課
法
」
を



作
ら
せ
た
と

い
う

記
事

が
あ

る
こ
と
、
そ

の
後
段

で
は
景
初

二
年

(二
三
八
)
に
当

た
る
記
事
が
来

て
い
る
こ
と
を
挙
げ

て
、
景
初
元
年

に
比
定
す

る
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
に
関
連
す

る

「時

又
大
議
考
課
之
制
、

以
考
内
外
衆
官
」

(『
一二
国
志
』
巻

一
六

・
杜
畿
伝
附
子
恕
伝
)

に
対
し
て
異
議
を
唱
え

た

杜
恕

の
伝

に
は
、
考
課

の
制

に
反
対
す

る
上
疏
が
載

せ
ら
れ
た
後

に
、

「近

司
隷
校
尉
孔
羨

辟
大
将
軍
狂
惇

之
弟
」
と

あ
る
縁
故

人
事

へ
の
批
判

を

含

む
上
疏

が
配
置
さ

れ
て

い
る
が
、

司
隷

部

(司
州
)

に
属
僚
と
し

て

「辟
」

さ
れ
得
る

「弟
」
と
本
籍

地
を
持

つ
明
帝
期

に
お
け
る

「大
将
軍
」

と

は
、
斐

松
之

の
按

語
が

「
司
馬
宣

王
也

」
と
指
摘
す

る
よ
う
に
司
馬
懿

し
か
存
在

し
な

い
。
そ

し
て
司
馬
懿

の
大
将
軍
在
任
期

間
は
太
和
四
年

(
二
三

〇
)

二
月
～
青
龍

三
年

正
月
と
な

る
の
で
あ
る
。
同

じ
く

「散

騎
常
侍
劉
勘
作
考

課
論
、
制
下
百
僚
」

(『
一二
国
志
』
巻

二
四

・
崔
林

伝
)
を
批
判

し
た

崔
林

の
議

も
、
本
伝

で
は

「景
初
元
年
」
記
事

の
前
に
置

か
れ
、
も
う

一
人

の
反
対
者

・
傅
蝦

の
議
論
に
も

「自
建
安

以
来
、
至

干
青
龍
」

(『
一二
国
志
』

巻

二

一
・
本
伝
)
と

い
う
議
論
時
期
を

示
唆
す
る
語

が
見
え
る
。
か
か
る

『
三
国
志

』
内

の
記
事
及

び
そ
の
配
列
に
従
え
ば
、

少
な
く
と
も

「大
議
考

課

之
制
」
な

る
も

の
は
青
龍

三
年
正

月
以
前
に
行
わ

れ
た
と
考
え
ざ

る
を
得
な

い

の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

こ
れ
以
上
詳
述
す

る
暇

は
な

い
が
、

「考

課

法

」
な
る
表

記
は
と
も
か

く
、

「考

課
論

」
な
る

ニ

ュ
ア

ン
ス
で
も
表

現
さ
れ

る
も

の
が
、
果

た
し

て
法
典

で
あ
る

『
都
官
考

課
』
を
意

味
す

る
の
か

根
本
的

な
問
題
と
し

て
残

る
。
或

い
は
最
終
的
な

『
都
官
考
課
』
を
纏
め

る
前

に
議
論

の
叩
き
台
と
す

る
べ
く

、
ま
ず
劉
勧

に
命
じ

て
作
ら
れ
た

の
が
、

「考
課

〔法
〕
論

」
で
は
な

か

っ
た

の
だ

ろ
う
か
。
劉
勘

伝
に

『
法
論

』
と
見
え

る
著
作
が

そ
れ
に
当
た

る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
か

か
る
考

察
に
大
過

な
け

れ
ば

、
盧
銃
伝

の
叙
述

で

「考

課
法
」
と
あ

る
も

の
も
、

再
考

す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

(
43
)

『
宋
書
』

巻

一
四

・
礼
志

一
を
参

照
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
註

(
12
)

拙
稿

の
註

(
80
)

で
も
触

れ
た
。

(
44
)

斉

王
芳
と
秦

王
詞

の
策
立

以
前
に

い
た

明
帝

の
皇

子
は
、
清
河
王
問
が
黄
初

七
年

(
二
二
六
)
十
月
に
、
繁
陽

王
穆
が
太
和

三
年

(
二
に
九
)
六

月

に
、
太

和
五
年
七
月
に
誕
生

し
た
皇
子
股
が
翌
年

五
月

に
、

そ
れ
ぞ
れ
天
折
し

て
い
る
。

(
45
)

『
通
典
』
巻
四
九

・
袷
締
上

に
よ
れ
ば
袷
諦
は

「虞

・
夏
」
に
始
ま
る
と

い
う
認
識
が
見

え
、
『
書
経
』
舜
典
に

は
虞
舜

の
政
治

と
し
て

「
三
載
考
績

、

三
考

職
防
幽
明
、
庶
績
成
煕
」

と
あ
る
考

課
法
が
見
え

る
。

(
46
)

詳
細

は
註

(
12
)
拙
稿
を
参
照
。

(
47
)

「虞
舜
始

祖
曹
氏
系
譜
」

に

つ
い
て
は
、
註

(
1
)
渡
邉
氏
論

文
及
び
註

(
12
)
拙
稿
を
参
照
。



(
48
)

『
三
国
志
』
巻

二
五

・
高
堂
隆
伝

に
は

「泰

山
太

守
醇
悌
命
為
督
郵
」

と
あ

る
。

(
49
)

「霊
命
瑞
図

」
が

「
玄
石
図
」

の
別
称

で
あ

る

こ
と
に

つ
い
て
は
、
註

(
7
)

を
参
照
。

(
50
)

こ
の
玉
印

も

「
玄
石
図
」
と
同
様

に

「出

〔
西
〕
王
母
之
域
」
と
称
さ
れ

て
お
り
、
西
王
母
伝
説
と

の
関
連

を
示
唆

す
る
。

(
51
)

興
味
深

い
こ
と

に
、
同
年
に
は
や
は

り

「春
宮

(東
宮

)
」
斉
王
芳

の
策
立

を
寿

ぐ
か

の
よ
う
に
、
東
方

の
征
東

将
軍

・
都
督
揚
州
諸
軍
事

の
満
寵

が

出
鎮

し
て
い
る
寿
春

か
ら
は
、
『
三
国
志
』
巻

三

・
明
帝

紀
末
尾

に
、

初
、
青
龍

三
年
中

、
寿
春
農
民
妻
、
自

言
、

為
天
神
所
下
、
命
為

登
女
、
当
営
衛
帝

室
、
錫
邪
納
福
。
飲

人
以
水
、
及
以
洗
瘡
、
或
多
愈
者
。

於

是
、
立
館
後
宮
。

下
詔
称
揚
、
甚

見
優
寵
。

と
あ
る
如
く
、
天
神
に

「営
衛
帝
室
、
錫
邪
納
福
」
の
目
的

で
下
さ
れ
た

「登
女
」
と
自
称
す
る
神
が

か

っ
た
農

民

の
妻

が
後
宮

に
迎
え
ら
れ

て
お
り
、

西
方

の

「玄

石
図
」
と
対
を
な
し

て
い
る
。

(
52
)

『
宋
書
』
巻

一
四

・
礼
志

一
に
は
、
高
堂
隆

が
提

議
し
た
礼
制
改
革

の
賛
同
者

に

「太

尉
司
馬
懿

」

の
名
が

見
え

る
。

註

(
1
)
渡
邉
氏
論
文

及
び
註

(
12
)
拙
稿
を
参

照
。

(
53
)

『
晋
書
』

で
は
、

後

の
晋
朝
成
立

の
必
然
性

を
遡

っ
て
位
置
づ
け
る
た
め
、
司
馬
懿

が
献
上
し
た
数
あ

る
符
瑞

の
う
ち
で
、
金
徳

・
晋
朝

の
配
色
を
有

す
る
白
鹿

の
記
載

を
敢

え
て
残
し
た
と
思
わ

れ
る
。

(
54
)

註

(
12
)
拙
稿

を
参

照
。

(
55
)

『
宋
書

』
巻

三
二

・
五
行
志
三

・
羽
虫
之
肇

が

「其
後
、
晋
宣
王
起
」
と
解
釈

し
て
以
来

、
『
資
治

通
鑑
』
巻
七

三

・
曹

魏
明
帝
景
初
元
年

(二
三
七
)

十
月
条
胡

三
省
註
が

「司

馬
氏

之
事
、
隆

固
逆
知

之
　
」
と

し
、
註

(
1
)
佐
藤
氏
論
文

及
び
渡
邉

氏
論
文
な
ど

で
も
高
堂
隆

が
司
馬
懿

を
警
戒

し
て

い
た
積
極
的
な
論
拠

の

一
つ
と
し

て
使
わ
れ

て
い
る
。

(
56
)

拙
稿

「曹
魏
至
親
諸

王
孜
1

『
魏
志
』
陳
思

王
植

伝

の
再
検
討
を
中
心
と

し
て
ー

」

(『
史
朋
』
三
八

二
〇
〇

五
年
)

を
参

照
。

(
57
)

註

(
12
)
及
び

(
15
)
拙
稿
を
参
照
。
ま
た
郭
貴
嬢

の
立
后
問
題

は
、
下
倉
渉

「散
騎
省

の
成
立
-
曹

魏

・
西
晋
に
お
け

る
外
戚

に

つ
い
て
ー

」

(『
歴

史
』
八
六

一
九
九

六
年
)
に
詳
し

い
。



(58
)

許
昌
宮

へ
の
行
幸

(対
孫

呉
征
伐
後

の
帰
還

も
含

む
)

は
、

文
帝
期

に
は
四
回

(
こ
の
他

に
郊

外
ま
で
達

し
て
南

門
が
崩
落

し
た

こ
と

で
入
城
し
な

か

っ
た

の
が

」
回
あ
る
)
、

明
帝

期
に
は

六
回
を
数
え

る
。

ま
た
実
際

に
両
帝
が

こ

こ
で
過
ご

し
た
期
間

は
短

く
な

い
。
漢

魏

の
許
昌

に
関
す
る
専
論

に
塩

沢
裕

仁

「漢
魏
許
昌

の
所
在
と
許
昌

の
遷
移
」

(『
山
名

弘
史

教
授
還
暦
記
念
法

政
大
学
東
洋
史
論
集
』

所
収

二
〇
〇

二
年
)

及
び

「漢
魏

の
都

城
"
許
昌

"
」

(『
法
政
史
学
』

六
二

二
〇
〇
四
年
)
が
あ

る
。

(
59
)

と
す
れ
ば
、

註

(
1
)
佐
藤
氏
論

文
及
び
渡
邉

氏
論
文

の
よ
う

に
、
過
度

に
交
遊
関
係
を
評
価
す

る
わ
け
に
は

い
か
な

い
こ
と

と
な

る
。

(
60
)

飽
助
事
件

の
従
来

の
理
解

に

つ
い
て
は
、
註

(
1
)
佐
藤
氏
論
文

及
び
渡
邉
氏
論
文
を
参
照
。

(
61
)

「後
嗣
争

い
」
で
曹
植

に
肩

入
れ

し
て
以
来
、
文
帝

に
常

に
恨

ま
れ
て

い
た
と
さ
れ
る
楊
俊
が
、
黄

初
三
年

(二

二
二
)

に
文
帝

の
怒
り
を
買

っ
た
際

に
は
、

「尚
書
僕
射

司
馬
宣
王
、

〔散
騎

〕
常
侍
王
象

・
荷
緯

請
俊

、
叩
頭
流
血
」

(『
一二
国
志
』
巻

二
三

・
楊
俊

伝
)
と
あ

る
よ
う

に
、
司
馬
諮

は
文
帝

の
不
興
を
顧

み
ず
、
進

ん
で
助
命
嘆

願
を
行

っ
て
い
る
が

、
王
象

・
荷
緯
が
名

を
連

ね
て

い
る

こ
と

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
彼

ら
が

い
ず
れ
も
楊

俊

と
同
郷

の
河
内
郡
出
身
者

で
あ

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

(
62
)

註

(
1
)
佐
藤
氏
論
文

及
び
渡
邉

氏
論
文
を
参
照
。
ま

た
両

氏

の
解
釈

に
影
響
を
与
え
た
と

思
わ
れ
る
今
鷹
真
訳

『
正
史

三
国
志

(三
)
・
魏
書

皿
』

(
一
九
八
二
年
初
出
。

の
ち
筑
摩

書
房

・
ち
く
ま
学
芸
文
庫

一
九
九
三
年
)

で
は
、
次

の
よ
う
に
訳
出
さ
れ

て
い
る

(
四
九

〇
頁
)
。

帝

は
国
家

の
こ
と
を
心

配
し
陳

矯
に
訊
ね
た
、

「
司
馬
公

(
司
馬
懿
)
は
忠
義

・
公
正
で
国
家

を
に
な
う
臣
と

い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
な
。
」
陳
矯

は

い
っ
た
、

「朝
廷

の
期

待
を
集
め

て
い
ま
す

が
、

国
家

と
な

れ
ば
ま
だ
わ

か
り
ま

せ
ん
。
」

(
63
)

『
三
国
志
』
巻
四

・
高
貴
郷

公
紀

正
元

元
年

(
二
五
四
)

閏
正
月
条

の
斐
松
之

の
按
語

は

『
魏

晋
世
語
』
を

「寮
乏
全
無
宮
商
、
最

為
鄙
劣
、
以
時
有

異
事

、
故
頗
行
於
世
」
と
評
す

。

(64
)

以
上

の

『
世
語
』
や

『
呉
質
別
伝
』
を
論
拠
と

し
て
除
外
す

る
と
し
て
も
、
こ
れ
ま

で
の
議
論
を
総
合
す
れ
ば
、
註

(
42
)
で
見
た

よ
う
に
、
「忠
正
」

な
る

「身
内

」
に
は
縁
故

人
事
も
黙

認
す
る
明
帝

が
、

一
方

で
は
厳
し
く
考
課
法

を
実
施

し
よ
う
と

し
た

こ
と
か
ら
、

「専

心
向
公
」

と
称
せ
ら
れ

る

杜
恕
が

「近

司
隷

校
尉
孔
羨
辟
大

将
軍
狂
惇
之
弟
」

を
批
判
し
た

こ
と
が
、
自

ず
と
浮
か
び
上
が

る
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
も

「
公
」
論
と
は
距
離

の
あ

る

司
馬
氏

の

一
面
が
指
摘
さ
れ

る
。

な
お
、
註

(
1
)
佐
藤

氏
論
文

で
は
、

か
か
る
司
馬
懿

と
陳
華

の
異
質

性
を
示
唆
す

る

『
呉

質
別
伝
』

の
司
馬
諮

を



称
揚
す
る
前
半
部
分
を
省
略

し
、
後
半

の
陳
草
を

「
天
下
」

の
声
望
に
支
え
ら
れ

た
存
在

と
位
置
づ
け

て
い
る
が
、

俄
に
は
従

い
難

い
。

(
65
)

こ
れ
に
関
連
し

て
、
註

(
1
)
佐
藤
氏
論
文

で
は
、
『
晋
書

』
巻
三

一
・
后
妃
伝
上

・
景

懐
夏
侯
皇
后
伝

に
見
え

る
、
司
馬
師

の
妻

・
夏
侯
徽

(夏
侯

尚

と
徳
陽
郷
主
曹

氏

の
女
)
が
、
青
龍

二
年

(
二
三
四
)
に
司
馬
諮

の

「
非
魏

之
純
臣
」
を
察
知

し
た
た
め
毒
殺
さ

れ
た
と
す
る
説
話
を
、
司
馬
懿

が

曹

魏

の
宗
室
と

の
関
係
を
断
ち
、

天
下

の
名
族
と

の
結

び

つ
き
を
指
向

し
た

こ
と

の
根
拠
と

し
て

い
る
が
、

こ
れ
ま

で
本

文
で
論
じ
た
と

こ
ろ
か
ら
す

れ

ば
、

「
不
臣
」
ど

こ
ろ
か
曹
魏
帝
室

の

「身
内
」

で
あ
る

司
馬
蟄

が
夏
侯
徽

を
積
極
的

に
殺
害
す

る
動
機

は
想
定

で
き
な

い
。
加

え
て
、
そ

も
そ
も

帝
室

に
連
な

る
人
物

を
殺
害
し
た

「
不
臣
」

の
司
馬
諮

に
対
し

て
、
明
帝

が
何

の
処
断
も

下
せ
な

い
と

い
う
異
常
な
状

況
が
成

り
立
ち
得

る
の
か
、

か

か
る
説
話
自
体

の
信
慧
性
と
併

せ
て
甚
だ
疑
問

で
あ

る
。

(
66
)

『
三
国
志
』
巻

二
〇

・
燕

王
宇
伝

に
は

「明
帝
少
与
宇

同
止
、

常
愛
異
之
」
と
あ

り
、
『
通
典

』
巻
九
三

・
王
侯

兄
弟
継

統
服
議
に
は

「
〔成
寧
〕

四
年

(
二
七
八
)
、
陳
留

国

(禅

譲
後
に
曹
奥
が
封
建
さ
れ

た
国
)
上
、
燕
公

(曹
宇
)
是
王
之
父
、
王
出
奉
明
帝
祀
、
今
於
王
為
従
祖

父
。
…
…
」
と
あ
り
、

三
四
歳
で
景
初
三
年

(二
三
九
)

に
没
し
た
明
帝
よ

り
四
〇
年
近
く
後

に
燕

王
宇
が
没
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
帝

よ
り
遥

か
に
年
長

の
叔

父
で
あ

る

と

は
想
定
し
難
く
、

ま
た
年
齢
が

近
い
か
ら

こ
そ
、
遊

び
相
手
と

し
て

「常
愛

異
之
」
と
あ

る
と
思

わ
れ
る
。
明
帝

の
年
齢

に

つ
い
て
は
、
註

(
6
)

福

原
氏
論
文

の
解
釈

に
従
う
。

(
67
)

文
徳
郭
太

后
は
青
龍
三
年

二
月
丁

巳

(
八
日
)
許
昌

で
没
し

て
い
る
。

ま
た
皇
后

・
皇
太

后
が
明
帝

の
行
幸

に
同
行
し

て
い
た

こ
と
は
、
太
和

六
年

(二
三
二
)
の
許
昌

へ
の
行
幸
を
批
判
す

る
陳
草

の
上
疏
に

「
二
宮
上

下
、
皆
悉
倶
東

」
(『
二
国
志
』
巻

二
二

・
本
伝
)
と
あ

る

一
節

か
ら
窺
わ
れ

る
。

(
68
)

お
そ
ら
く

か
か
る
体
制

へ
の
指
向

は
、

当
時

に
お
け

る
至
親
輔
翼
を
期
待

す
る

『
周
礼
』
解

釈

の
高
ま

り
と
無

縁

で
は
な

か
ろ
う
。

註

(
56
)
拙
稿

を
参

照
。

(
69
)

「
母
后
摂

政
」
を
め
ぐ

る
問
題

は
、
註

(
57
)
下
倉
氏
論
文

に
詳
し

い
。

(
70
)

註

(
12
)
拙

稿
を
参
照
。


